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第５回独立行政法人評価委員会水資源機構分科会等合同会議及び

第５回国土交通省独立行政法人評価委員会水資源機構分科会

平成１６年８月３日（火）

＜第５回独立行政法人評価委員会水資源機構分科会等合同会議＞

【事務局】 時間がまいりましたので、ただいまから、独立行政法人評価委員会水資源

機構分科会等合同会議を始めさせていただきたいと思います。

早速、議事に入らせていただきますが、その前に、マイクの使い方についてご説明申し

上げます。ご発言をされます際には、ボタンを押していただきまして、またご発言が終わ

りましたら、再度、ボタンを押していただきたいと思います。

本日の議題は、平成１５年度業務実績評価でございます。

なお、本日は厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省の各分科会等とも過半

数の出席を得ておりまして、所定の出席数を満たしておりますので、本合同会議は成立い

たしております。

また、本日の議事は合同会議運営方針第３条に基づき非公開として、また第４条に基づ

きまして、議事録は発言者の名前を伏せて公表いたします。

それでは、以降の議事の進行につきましては、合同会議議長にお願いしたいと思います。

よろしくお願いします。

【合同会議議長】 私が手元にもらっているシナリオにはございませんが、申し上げま

す。まずは大変お忙しいところをご出席いただきまして、まことにありがとうございます。

私はよく存じ上げておりますのですが、先生方は皆さん、大変ご熱心に、当然といえば

当然かとも思いますけれども、非常に時間がかかるこれにつきまして、厳密、厳しくかつ

非常に公平に評価の仕事をしていただいているということに対しまして、心から感謝を申

し上げます。私も、それなりに皆様方から出てまいりました評価をもとに、いろいろ検討

もさせていただき、本日も後ほど、たたき台のようなものをご提出させていただいて、ご

検討いただくことになりますが、何とぞよろしくお願い申し上げます。

なお、限られた時間で、かなり厳しく、私の頭の中では、ここまで何分、ここまで何分

というふうにやっておりまして、もちろん重要な問題になりましたら、そういうことにこ

だわることはございませんが、議事進行にもご協力をいただければありがたいと存じてお
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ります。

それでは、まず議事に入る前に、本日の配付資料につきまして、事務局より確認を願い

ます。

【事務局】 本日の資料につきましては、まずクリップにとめられているものが、本資

料でございます。まず、これを確認させていただきます。クリップを一たん外していただ

きますと、確認が非常に易しいかと思います。

まず１枚めくっていただきますと、資料一覧がございます。資料１～１４を用意してご

ざいます。席表の次に資料１～１４がございますでしょうか、確認をいただきます。もし

不足等があれば、事務局にご一報ください。

そのほかが参考資料となってございまして 「水資源機構２００４年度事業のあらま、

し」のパンフレット、これと次に「独立行政法人の役員の報酬等及び職員の給与水準（平

成１５年度）の公表［総務省資料 「独立行政法人水資源機構の役職員の報酬・給与等に］」

ついて 「監事監査報告書 「環境報告書 「水質年報（概要版 、これが本日の参考資料」 」 」 ）」

として皆様にお手元に配付させていただいております。もし過不足、乱丁等がございまし

たら、事務局までお願いいたします。

【合同会議議長】 よろしいでしょうか。それでは、もし途中で足らないものがありま

したら、どうぞ、手でも挙げていただければ対応いたすようにいたします。

それでは、これから具体的に評価のための議論を行っていきたい。このように思います

ので、まずは機構の方から平成１５年度の業務実績についてご報告をお願いいたします。

【水資源機構】 大変お世話になっております。業務実績について簡単にご報告申し上

げたいと思います。

水資源機構の果たす役割とその社会的効果、また経営理念と独法化を契機として実施し

た項目、年度計画における計画事業量の実施と的確な施設管理、さらには平成１５年度全

般にわたり特に反省すべき事項、その他の事項という格好で概要をご報告させいただきた

いと思います。

まず、水資源機構の事業でございますが、これはご存じのように７水系、利根川、荒川、

豊川、木曽川、淀川、吉野川、筑後川という７水系におきまして、ダム、河口堰、湖沼水

位調節施設、用水路等についての４８施設の管理、それから１４事業の新設または改築を

実施しているところでございます。この７水系の地域は、総人口また工業出荷額の約５割、

５１％、４７％、それぞれをカバーしておりますし、また農業生産額の約３割をカバーし
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ている地域でございます。その地域の中で開発水量のシェアといたしましては、私どもは

水道用水８７％、工業用水９４％、農業用水８８％と、約９割の開発水量のシェアを占め

るわけでございます。また洪水調節容量も直轄、水機構を合わせますと、そのうちの９割

を、厳密には８５％でございますが、私どもの仕事でやっているということでございまし

て、非常に重要な仕事をさせていただいているという認識を持っているところでございま

す。

この経営理念でございますが、これは安全で良質な水を安定して安くお届けするという

ことでございまして 「公魂民才 、すなわち公共公益的な治水・利水といった役割を民間、 」

企業的な経営感覚を持って、効率的かつ自律的に実施するという経営方針でございます。

そのためには、まず職員一人ひとりの意識改革が必要だという認識を持っておりまして、

利水者の方との意見交換だとか、流域に関する勉強会、広報の充実というふうなことを柱

としますアクションプログラムを策定いたしまして、それに基づいて実施しているととも

に、経営陣を代表いたしまして副理事長が各事務所等を一つひとつ回りまして、職員とフ

リートーキング形式で、意見交換を実施し、その成果をまた生かすというふうな取り組み

をしているところでございます。

また、利水者本位の体制整備ということで、利水者の方の意見を聞いて、例えば管理負

担金の納入時期の見直しの検討だとか、事業説明会の開催時期の見直し等も行っておると

ころでございますし、また利水者に対するアンケートも実施しております。

さらには、組織を機動的にしようということで、組織のフラット化を考えております。

係ごとに細分化されていた業務を全部、流動化することによって、集中的にプロジェクト

チーム方式で仕事を進めるという体制の整備をしているところでございます。

また、新人事制度を導入いたしました。これにつきましては、今までは年功序列型の人

事制度だったわけでございます。これを改めまして、１つは、能力等級制度というものを

作りました。これは職員の職務遂行能力のレベルに応じて、８段階に区分をするという方

法でございます。２つ目は、それを評価する。その職員の能力と実績の２点から評価する。

さらに、それを給与に反映させるという３つの柱で、新人事制度を導入したところでござ

います。

それから、人事システムの総合システム化を図っております。電子申請システムを構築

いたしまして、例えば出勤だとか、退勤だとか、出張旅費等、各種手当や転勤等の異動に

伴う各種申請業務につきまして、従前は庶務担当者が全職員の分を整理していたわけでご
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ざいますが、これを職員が各自、パソコンから申請するシステムに変えたということをや

っております。また組織の役割分担、本社、支社局、現場事務所、この３段階の組織があ

るわけでございます。それぞれの役割を明確化した。具体的には、本社は意思決定を行う。

支社局につきましては、国の地方機関、関係府県、利水事業者等との調整を行う。さらに

現場事務所は、実際に建設・管理の実務を実施するというふうに、３者の役割分担をしま

した。今まで支社局において持っておりました契約権限は、これは本社または現場という

格好で移管しております。

また、それと同時に、本社及び支社局で公団時に７０課室あったわけでございますが、

このうち１０課室を削減いたしまして、独法移行後には６０課室という体制にしていると

ころでございます。

さらにはコスト縮減についても取り組んでおりまして、水資源機構コスト構造改革プロ

グラムを策定いたしまして、１５年度は１４年度と比較いたしまして１０.４％のコスト

縮減を実施したところでございます。

それに新入札契約制度の試行導入という格好で、国、他の独立行政法人に先がけまして、

新しい契約方式としまして、技術提案付価格合意方式、これを徳山ダム建設工事に試行導

入いたしております。これは本体工事等７件の工事を対象としているわけでございますが、

約１億４,０００万円のコスト縮減を図ったところでございます。

さらに環境につきましても力を入れていきたいと思っておりまして、今、お手元に参考

配付させていただいておりますが、環境レポート、水質年報等を作成して、公表している

ところでございます。

また、国際関係につきましては、ＮＡＲＢＯという組織、これはアジア河川流域機関ネ

ットワークという格好で、この水資源機構のような組織をアジア各国は持っております。

それぞれの組織とのネットワークを作って、機構が事務局を担当しているという格好で、

今年２月に設立したところでございます。

また、一番本来の業務でございます年度計画における計画事業量の実施と施設管理とい

うことにつきましては、まず建設事業につきましては、ダム・水路とともに、計画どおり、

あるいはそれを上回る事業量を実施いたしております。また施設管理につきましては、平

成１５年度は、比較的降水量が多く、河川が安定した流況であったわけでございまして、

そのため、大規模な渇水はございませんでしたが、吉野川、筑後川水系で取水制限をしな

ければいけないような事態が生じました。このため、流況に応じてきめ細かなゲート操作
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を行いまして、また受益者との連絡を密にしまして、その影響の軽減に努めておるところ

でございます。洪水調節につきましては、平成１５年度は７施設で、延べ１５回行いまし

た。結果として、ダム下流域で洪水被害の発生はなかったわけでございます。この洪水調

節量は、ダム地点で流入量は単純合計いたしますと約９,０００トンあったわけでござい

ます。これを６,０００トンカットいたしまして、約３分の２をカットするという洪水調

節をダム地点で行っているところでございます。それから、水質保全につきましても、こ

れは情報の把握、関係機関への的確な連絡、さらには施設の設置運用等によりまして、そ

れぞれ取り組んでいるところでございます。

また、反省すべきことも多々ございます。特に反省すべきことの１つといたしまして、

徳山ダム建設事業の実施計画の変更問題がございます。これは平成１５年８月に、事業費

の増額を公表したわけでございます。関係県市等から、厳しい意見、ご批判をいただきま

した。事情といたしましては、ダム建設に伴う付替道路のルートの費用負担の問題だとか、

また林道の付替の代わりに、山林を公有地化するといった問題で、事業費が確定しない、

なかなかしなかったという事情があるわけでございますが、いずれにしましても、１,０

００億近い事業費の増額に対して事前説明がほとんどなかったということにおきまして、

きつい厳しいおしかりを受けました。私どもも、早い段階での情報提供、また意見のやり

取り等をやるべきだったと十分に反省しているところでございます。

これを受けまして、関係利水者への説明会、また質問への回答等、情報公開に努めたわ

けでございまして、中部地方整備局の事業評価監視委員会での説明・審議を経て、事業費

の増額、治水利水計画変更の了承を今年４月にいただきました。また７月には、関係機関

の同意を得まして、事業実施計画変更の主務大臣認可をいただいたところでございますが、

非常に大きな反省をしなければならない一連のプロセスだったと思っております。

これを受けまして、徳山ダムでは、コスト縮減委員会、事業費管理検討会というのを設

置いたしまして、残事業費のさらなるコスト縮減と事業費執行状況の説明に努めていく所

存でございます。

また、同じく徳山ダムに関連しまして、文殊地区への集団移転問題に関連しまして、文

殊地区の地盤沈下問題がございます。この集団移転地区の文殊地区につきましては、事前

に地盤沈下が予見できなかったことから、地盤沈下に起因した地区におきましては、再度

移転をしていただいたという経緯がございます。ただし、地盤沈下が起こっていない地域

におきましても、いろいろ移転をされた方から再移転をしたいと、いろいろな主張あるい
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はご意見をいただいているわけでございます。これは地盤沈下の原因となる高有機質土が、

その地域では確認されていないということを十分説明してこなかったということなのかな

と思っておりまして、今後引き続いて、住民の方々に十分な説明をしなければならないと

いう認識をしているところでございます。

さらに管理面におきましても反省すべきことが幾つか生じております。

吉野川水系の池田ダムにおきまして、台風による出水の減少期におきまして、ゲートを

閉める操作の際に、ゲート制御プログラムのミスと職員の確認ミスが重なりまして、１５

秒間という短時間でございますが、予想しない放流量の増加という事故が発生いたしまし

た。これは平成１５年６月のことでございます。

また木曽川水系の愛知用水では、幹線水路内の自動除じん機を点検した際に、手動操作

から自動運転への切りかえを怠った、失念していたために、水路の流量を増やした際に、

自動除じん機が作動せずに、除じん機スクリーンにごみが付着しまして、水位が上昇して、

幹線水路の余水吐きから越水するという事故が発生いたしました。これは平成１６年３月

のことでございます。

結果的には、両事故とも下流住民等への影響や出水停止等、利水者への影響は発生させ

なかったわけでございますが、重大事故につながる恐れがある事故という認識をいたして

おりまして、ただちに専門家を交えた検討委員会を開催するなどの再発防止措置の徹底を

図ったところでございます。

そのほか、事務的経費の節減につきまして、平成１４年度に対して１５年度は約２.４

％の節減を図ったところでございます。また１５年度の取り組みといたしまして、人件費

につきましては、定員を平成１４年度に比べまして５７名削減するということにいたしま

した。さらに人事院勧告に基づきまして、給与が１.０７％及び業績手当の支給月数が０.

２５カ月削減するという措置を実施しましたが、これに加えまして、機構独自に、業績手

当の支給月数を０.０７カ月の削減を実施したところでございます。また物件費等につき

ましては、旅費の節減だとか、車両管理、庁舎管理等の業務の委託方法の見直し等を行っ

て縮減し、結果的に冒頭申し上げました１４年度に比べて２.４％の節減を図ったところ

でございます。

なお、職員の給与水準につきましては、同種法人の水準や全国規模での人事異動等の勤

務実態を踏まえて決定してまいったわけでございますが、今回、ラスパイレス指数１２５.

２という給与水準が公表されたわけでございます。これにつきましては、利水者や国民の
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皆様のご理解が得られない高い水準のものになっているという認識をいたしております。

機構といたしましては、機構移行時に、先ほど申し上げましたとおり、勤務成績をより的

確に反映させる等の新しい人事制度を導入しているわけでございます。これとともに、給

与水準も平成１９年度までの５年間に、本給に換算して１０％縮減する。これは例えば特

別昇給手当の廃止だとか、業績手当のさらなる削減ということで、１０％縮減ということ

にしておるわけでございます。これに加えて一層の抑制措置を講じなければならないと考

えておるところでございます。

このほか、施設管理規程につきまして、機構が独法として主体的に、この施設管理規程

の変更に取り組むとか、ホームページを活用するとか、また地域ニーズを反映して、例え

ば天然記念物の三波石峡、これは鬼石町だと思いますが、下久保ダムの下流の鬼石町の三

波石峡の景観の復元に効果を発揮する等の措置もしておりますし、技術情報を公開し、目

標以上に論文を発表する等もしているわけでございます。

非常に簡単でございますが、１５年度の業務実績報告をさせていただきました。

【合同会議議長】 どうもありがとうございました。ただいまプラスの面、マイナスの

面を織りまぜて、平成１５年度の業務実績報告をいただいたところでございます。いろい

ろご質問もあろうかと思いますが、一応、これは報告というように受けとめていただきま

して、後ほどの評価に関する議論にも関連する面もございますので、そういうところでま

た触れていただければよろしいかと思いますので、そういうようにさせていただきます。

さて、本日、これから非常に重い仕事があるわけですが、これより委員の皆様方の評価

ですね。この評価をしていただくということになります。第４回、今日は第５回ですから、

前回の合同会議におきまして、私どもは２５項目について評価をするということで、皆様

方に事前に評価していただいております。皆様方からいただきましたご意見を当初に私が

申しましたように、私の方で本日の議論のために、たたき台として評価案を作成いたしま

したので、それをもとにこれから議論を進めたいと思います。お手元に資料１４というの

があると思います。これは１週間前打ち合わせしていたときは資料１７だったんですが、

そこから、またいろいろなことをやりまして、けさ方の打ち合わせした段階で、資料１４

になっていると思います。

そういうことで、まずは、この評価案の概要について、事務局より紹介をさせますので、

やってください。

【事務局】 資料１４についてご紹介いたしますが、その前に、資料１の方から簡単に
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評価の仕組み等につきまして、ご説明させていただきます。

資料１は、独立行政法人は、通則法によりまして、毎年度、事業評価を受けなければな

らないとなっておりまして、水資源機構が業務報告書を提出、業務実績評価を評価委員会

が行うと。水機構は主務省が４省ございますので、機構法において、このイメージのとお

り、各省の評価委員会が国交省に意見を言うという形になっております。

資料２が、合同会議の委員の皆様でございます。

資料３は、評価委員会が評価するわけですが、実質的に各省分科会や部会、またはプロ

ジェクトチーム等に、今般の年度評価の権限が委任されております。したがいまして、本

日の合同会議は、この場で評価の決定をする機関となっております。

資料４は、この合同会議運営方針でございます。第１回の合同会議のときに決定されて

おります。会議の非公開、議事録の扱いが第３条、第４条に記載されております。

資料５は、水資源機構には４省ございますが、４省の主務大臣の管轄するところのイメ

ージを記しております。機構法施行令、業務運営省令等で役割が規定されております。例

えばダム等は国土交通大臣、愛知・豊川用水は農林水産大臣、その他の施設については業

務運営省令に従って、各大臣が所管と。水資源部（国土交通大臣）は財務会計、その他管

理業務を担当しております。

資料６につきましては、業務実績評価の手順ということで、第２回の合同会議で決定さ

れているところでございまして、２番のところで、４省の事務局で評価案を参考として、

各委員のご意見を伺うというふうに決定されております。そのときの評価基準につきまし

ては、その資料６の別添にございます。かいつまんで申しますと、個別項目ごとに０～３

点の４段階評価をし、積み重ねていくという形。また次のページですが、法人の自己評価

結果などを活用し得るというのが、上の３つの○のところに書かれております。このよう

な結果、業務運営評価については、各項目オール２点ですと１００点となります。１３０

点以上ですと「極めて順調 、１００点ですと「順調 、それを切りますと「おおむね順」 」

調 、７０点以下だと「要努力」ということになっております。そのほか、自主改善努力」

についても、意欲的、前向きな場合は評価をするということになっております。

資料７でございます。資料７は、第４回合同会議、これは持ち回りでやらせていただき

ましたが、そこで各個別項目という点をどのようにするかという点でご議論いただきまし

て、中期計画を約２５項目程度に分類すると。２番ですが、水資源機構は業務実績報告に

ついて十分に事前説明を行う。３番ですが、審議効率のために、各評価に関する意見を事



- 9 -

前に委員の皆様から事務局に提出いただくということが決まっております。別添に、その

２５項目の決定された分類が書かれておりまして、中期計画、年度計画は、小項目、細目

は全７６項目にも及びますが、項目ごとの重要度という点から考えて、中項目約２６項目、

両カッコベースでまとめて、ただし、ダム事業、用水路事業等は、それぞれ分離。また予

算や剰余金は１つにまとめるということで、重要度も勘案して、このような項目分けとし

ております。

資料８につきましては、これまでのご説明の経緯でございまして、５月１８日～６月９

日までは第４回合同会議ということで、この評価の進め方を決めていただきました。それ

に基づきまして、６月２４日～２５日、水資源機構の方で業務実績報告書の案の説明、ま

た機構の自己評価、事務局の評価原案を参照いただき、ご意見をいただいております。６

月３０日には、水資源機構から業務実績報告書が評価委員会に提出され、再度、７月１３

日から直前の２９日まで、各委員からの意見の状況について、もう一度、各委員の皆様へ

ご周知及び分科会長のご指示により、評価案を事前報告させていただき、今日に至ってお

ります。

これが資料の手順でございますが、先ほど参考資料でつけさせていただきました資料９

につきましては、説明をさせていただきました。

なお、参考資料の中に、総務省が先日公表いたしました「独立行政法人の役員報酬等及

び職員の給与水準の公表 、それと水資源機構が公表いたしました「独立行政法人水資源」

機構役職員の報酬・給与等について」を参考資料として置いております。総務省より各省

評価委員会に対して、評価に際しては、これらの資料もあわせて活用するようにとの要請

がありましたので、ご紹介いたします。

それでは続きまして、資料１４に至るまでの経過ですが、資料１０が、水資源機構の自

己評価をする際に、水資源機構が考えた自己評価の基準でございます。それに基づきまし

て資料１１、横の少し厚いものですが、これが水資源機構の自己評価となっております。

この業務実績報告及び自己評価に基づきまして、事前にご意見を各委員の皆様にいただ

きました。その結果が資料１２及び資料１３となっております。資料１２は、事前にいた

だいた各委員のご意見に対しまして、水資源機構の方から補足説明という形で説明文もあ

わせてつけております。資料１３は、各委員のご意見を一覧でまとめて集計をしたもので

ございます。

これらをもとに松尾議長のご指示に従いまして、本日の議論のたたき台として、資料１
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４「独立行政法人水資源機構 平成１５年度業務実績評価調書（案 」が作成されており）

ます。評価の際にご活用いただければと思っております。

それでは、資料１４、評価調書案の内容をご紹介したいと思います。

資料１４につきましては、項目として中期計画、平成１５年度の年度計画、そして評定、

評定理由、意見という欄が設けられております。

、 、まず１番 「業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置」については

中期計画──これは１ページです──において 「 １）機動的な組織運営」として、利水、（

者窓口の明確化、プロジェクトチームの活用、新人事制度の導入、職員の資質向上等が挙

げられ、年度計画では、本社に利水者サービス課、経営企画部の設置、支社にも利水者サ

ービス担当課を設置、本社に事務合理化担当調査役設置等を挙げております。これにつき

ましては、機動的な組織運営に積極的に取り組み、また新人事制度については着実に実施

されている上、管理所組織のフラット化、新人事制度の試行、また問題点の抽出による制

度改善、ここまでが行われており、特に優れた実施状況と認められるとして、３点という

ことにしております。意見としては、フラット化への期待、また評価ポイントの明確化、

また過重労働による安全性が損なわれないよう配慮すべきというご意見が、１ページから

２ページにわたってですが、書かれております。

２ページに行きまして 「 ２）効率的な業務運営」ですけれども、中期計画としては、、（

①情報化・電子化による業務改善、②組織間の役割分担の見直しと業務の一元化、３ペー

ジに行きまして、③業務委託の実施が中期計画で挙げられ、それに対応した年度計画が挙

げられております。これにつきましては、新人事制度に対応した電子申請システム、総合

システム等の試行運用開始、ＣＡＤ適用工種の拡大等、情報化・電子化による業務改善が

図られている。また一般管理部門で１０課室を廃止など、また業務一元化などでの経費節

減、外部委託も的確に実施しているということがございまして、２点としております。ま

た意見としましては、電子システム導入を高く評価、役割分担の見直しで支社機能が低下

しないように配慮すべき、外部委託の位置づけを明確にすべき、外部委託については達成

されていれば高く評価すべきというご意見があります。

３ページに行きます。

【合同会議議長】 ちょっと途中で恐縮ですけれども、少し申し上げたいことがありま

す。

今説明をしておりますこの資料は、今日のスコアといいますか、評点をつけていく最終
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的なまとめになっているということをご念頭に置いていただきたい。つまり、先ほどもう

ちょっと前に、機構の自己評価のことがございましたね。それから、各先生方からいただ

いた評点等があります。決められた評点。それらをもとにして、これを作っていると。こ

ういうものであります。

今説明をやっていただいておりますが、少しわかりにくいと思いますので、大きく、今

は、後で３つぐらいに分けてやりますからね。一つ、業務運営の問題が１ページから、ど

こまで続いているのか。それから、２番目に議論していただくサービスの問題が、どこか

らどこまで続いているということをちょっと言って、続けてください。

【事務局】 わかりました。

１番の「業務運営の効率化」に関する目標につきましては、１ページから３ページの後

段ぐらいまでが１つの大括りになっております。で、基本的に両カッコで項目が分けられ

ている。２番の「国民に対して提供するサービス」につきましては、３ページの後段から

１３ページの前段まで項目が続きます。基本的に両カッコですが、ダム・水路等で分けさ

せていただいております。１３ページからは予算・短期借入金等、３～７までがまた１つ

の大括りかと考えております。

【合同会議議長】 どうぞ続けてください。

【事務局】 それでは３ページの「 ３）事務的経費の節減」ですが、中期計画では、（

中期期間中で１３％の節減、これに対して対応する年度計画が定められておりますが、こ

れは全事務所においてアクションプログラムが作成され、平成１５年度予算では１４年度

に比して約２.４％の縮減が図られているということで、２点としております。

「 ４）事業費の縮減」としまして、１０％の縮減が中期計画となっておりますが、１（

５年度予算では、民間資金活用分を除けば２.７％の効率的な事業執行が図られておりま

すので、２点としております。

次に「国民に対して提供するサービス・その他」に移らさせていただきます。

３ページの「 １）計画的で的確な事業の実施」として、ダム事業の計画的で的確な事（

業実施が挙げられておりまして、年度計画では、平成１９年度の完成を目指す徳山、滝沢

ダムの進捗及び計画事業量として、事業用地取得０.８平方キロ、付替道約３キロ、ダム

本体２２３万立米となっておりますが、事業用地１８８％、付替道１００％、ダム本体打

設１０８％と、それぞれ計画以上の実績を上げていること等から、評価点を２点としてお

ります。なお、本項目につきましては、徳山ダムの事業費増、戸倉ダム中止に鑑み、評価
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点を０点とすべきというご意見がお一人の評価委員から出されております。

４ページに行きまして、用水路事業６施設の計画的・的確な事業実施が年度計画で挙げ

られておりますが、水路改築工事達成度１０８％、施設（ポンプ）改築度１００％、堆積

土砂撤去１００％について、計画以上の実績を上げ、また１施設の改築事業化に向けた利

水者等の調整も実施しているということで、２点です。

４ページの③附帯業務及び委託発電業務、これは１６件を受託し、実施しており、発電

事業も的確に実施しており、２点でございます。

「 ２）的確な施設の管理」につきましては、中期計画として、施設管理規程に基づい（

た的確な管理、５ページに行きまして、これには水質保全、水質事故時の対応、洪水調節

等が挙げられております。②として管理所の耐震化、③として説明施設等のバリアフリー

化、６ページに行きまして、④の水管理情報の提供というような中期計画が立てられ、こ

れに対応した年度計画となっておりますが、的確な施設管理、安定的な水供給に努め、操

作ミス等についても速やかに障害を取り除き、再発防止に努めている。また渇水時の調整、

水質保全についても、２０施設５７件での対策を講じるなど、積極的に取り組んでいる。

また水質事故、洪水調節に適切に取り組み、耐震化、バリアフリー化、水管理情報の発信

に的確に取り組んでいるということで、２点でございます。

６ページにまいりまして 「 ３）災害復旧工事の実施」につきましては、該当が平成１、（

５年度はございません。

「 ４）総合的なコストの縮減」につきましては、平成１４年度に比して平成１９年度（

末で１５％の総合コストの縮減、水資源機構コスト構造改革プログラムを中期計画に挙げ

ており、年度計画はそれに対応した計画となっておりますが、既に１５年１２月に早期に

プログラムを策定、ホームページに公表、また国等に先がけて、新たな入札方式である技

術提案付価格合意方式を導入するなど、現時点で直接的な縮減として１０.４％減を達成

するということから、特に優れた実施状況にあると認められるとして、３点です。

（ 、６ページの「 ５）環境保全への配慮」につきましては、中期計画は、①自然環境保全

７ページに行きまして、②環境学習会の実施、③環境情報の発信、④建設副産物等のリサ

イクル、８ページに行きまして、⑤環境物品等の調達、⑥環境保全に配慮したダム管理の

あり方の検討が中期計画に挙げられ、それに対応した年度計画となっておりますが、新築

等の７事業、管理事業の７事業所等で、自然環境調査等を実施し、また環境学習会、環境

情報発信、リサイクル、環境物品調達も計画どおり行い、また計画値を上回る実績を上げ
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ており、環境保全への配慮が行われているものと認められ、２点としております。

８ページに行きまして 「 ６）危機管理」につきましては、中期計画では、①危機的状、（

況への的確な対応、②日頃からの訓練、９ページに行きまして、③施設の安全点検という

ことが中期計画に挙げられ、年度計画もそれに対応しておりますが、これにつきましては、

情報伝達網整備、水融通の可能性検討、非常参集訓練、設備マニュアル、テロ対策強化等

を実施しており、２点ということにしております。

９ページの「 ７）工事及び施設管理の委託に基づく業務 、これは１２件の調査委託を（ 」

的確に実施し、２点としております。

９ページの「 ８）関係機関との連携」では、事業実施計画、施設管理規程の策定変更（

に伴う関係機関との円滑な調整、関係機関への情報提供、危機的状況時における協力体制、

用途間転用の際の円滑な調整等を挙げており、年度計画はそれに対応した計画となってい

ますが、機構移行時に速やかに説明会を実施、また４施設の施設管理規程の変更の際、円

滑な調整を行っており、また危機的状況下での協力関係の打ち合わせを行っております。

しかし、徳山ダムの事業費変更に際し、関係機関等との調整については、利水者から説明

不足等の不満が寄せられていることに鑑み、評価点は１点です。意見としては、利水者と

の間に双方向交流の実態がどのように生まれてきたか等が挙げられております。

１０ページにまいりまして 「 ９）説明責任の向上」でございます。これにつきまして、（

は、中期計画において、適時、的確な情報提供、広報・情報公開機能強化、水管理情報の

提供、財務内容の公開、ホームページ、パンフレット等の充実等が挙げられ、年度計画で

は、情報公開担当調査役も含めた各種取り組みを行うこととなっておりますが、実績とし

て、情報公開担当調査役の設置、テレビによる情報提供、説明責任の向上のためのさまざ

まな取り組みを行っており、評価点は２点です。意見としては、さまざまな取り組みを高

く評価し、利根川・荒川水系のみならず、他水系にも広げるべきという意見等が出ており

ますが、本項目については、徳山ダムの事業費増大に関する機構の説明責任に鑑み、評価

点を０点とするべきという意見がお一人の委員から出されております。

１１ページから１２ページにかけまして 「 １０）事業関連地域との連携促進」につき、（

ましては、中期計画において、地域ニーズ及び自然環境に配慮した施設整備・管理、地域

交流の実施とコミュニケーションの増進、生活再建対策の実施、地域振興への協力が挙げ

られており、年度計画では、３事業において地域環境配慮の水路づくりを進めるなどとし

ており、全事務所で地域との意見交換を実施、その結果、下久保、三重用水等で実施に取
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り組んでおります。また地域とのコミュニケーション、上下流交流、５ダムでの水源地域

ビジョン策定等を実施していることから、評価点は２点です。なお、地域ニーズの把握状

況、その実施状況の関係から、小項目として置いていた地域ニーズ及び自然環境に配慮し

た施設整備・管理を３点という自己評価から平均２点にすべきというご意見がお一人の委

員から出されておりました。

１２ページにまいります 「 １１）技術力の維持・向上」では、中期計画では、①新技。（

術への取り組み、②蓄積された技術の整備・活用、③技術力の提供、１３ページに行きま

して、④国際協力の推進が中期計画に挙げられ、年度計画には、それに対応した計画とな

っておりますが、水資源機構技術５カ年計画の策定や、関係利水者の出席を得た技術研究

発表会の実施、新技術の特許申請、計画を上回る論文の発表などがなされており、またア

ジア河川流域機関ネットワーク（ＮＡＲＢＯ）の設立等、着実に実施している。また計画

を上回る技術指針をまとめているなど、技術の整備に取り組んでいるということで、２点

としております。

ここまでが２番の「国民に対するサービス」のところでございます。

次からが、３、４、５、６、７とまとめてご説明いたしますが 「３ 予算」につきま、

。 、しては、計画に従い適正に執行されている 「４ 短期借入金の限度額」につきましても

計画に従い適正に執行されております 「５ 重要な財産の処分等に関する計画 「６ 剰。 」

余金の使途」については平成１５年度は該当がございません。

１４ページにまいりまして 「７ その他業務運営に関する重要事項」につきまして、、

「 １）施設・設備に関する計画」は平成１５年度は該当はございません。（

「 ２）人事に関する計画」につきましては、中期計画では、①人事の配置の再編、②定（

員の削減が挙げられておりますが、これにつきましては、荒川ダム総合事業所、滝沢ダム、

徳山ダム、豊川用水等、最盛期を迎える事業への重点的な人員配置を行い、また計画的に

定員削減を行っておるところから、評価点を２点としております。

１４ページの「 ３）積立金の使途」につきましては、一般積立金、目的積立金とも計（

画に従い適切に実施されており、２点でございます。

１５ページ 「 ４）その他」の項目としまして、利水者負担金に関する事項ですが、こ、（

れにつきましては、機構移行後速やかに利水者に対して、制度や負担金に対する説明会を

開催、また前払い方式につきましては、１事業において１利水者増となったということも

ございまして、２点としております。
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１６ページでは、このような業務運営評価をもとに実施事業全体としましては、２１項

目あるうち、項目点の合計を４３点、これを公式に当てはめますと１０２％ 「順調」と、

いうことになっております。

また自主改善努力につきましては、評定理由としまして、事業費縮減については新契約

制度の試行導入、施設操作の見直し等による契約電力の低減といった新たな取り組みを積

極的に進める姿勢は大いに評価できる。また車座フリートーキングを通じた意識改革、利

水者アンケートの調査実施、学会活動や水資源の啓発活動への貢献、各種ボランティアへ

の参加、ＩＳＯ１４００１認証取得の取り組み、労働安全衛生への取り組み、水道に関す

る研究会、既存水路における小水力発電に関する調査研究など、さまざまな自主改善努力

に取り組んでおり 「相当程度の実践的努力が認められる」ということで評定をしており、

ます。

１７ページは「業務全般に関する意見」ですが、これは「評価方法全般に対する意見」

」 。「今回の評価に関する意見 「その他今後の業務に関する意見」が各委員よりありました

評価方法全般については、多項目の単純合計でよいのか。ウエイトづけが必要ではない

か。機構の水供給・受益等、ポジティブな面での評価や、中長期の評価も必要ではないか。

異常時でも対応できる冗長な体制を評価することが必要ではないか。環境について質的な

評価をすべきという意見がありました。

また評価に関する意見としては、徳山ダムに関連した機構の自己評価についてはよいの

ではないかという意見もありました。

また今後の業務に関する意見としては、地下水へ目を向けるべきではないか。国民負担

を最小限にする迅速な対応が必要ではないか。車座フリートーキングの今後の成果とフォ

ローアップ、事業費縮減の努力の共用、環境保全に関する戦略的環境アセスメントの早期

実施、組織フラット化の具体的目標と成果の説明といった意見が出されておりました。

以上で説明を終わらせていただきます。

【合同会議議長】 急いで説明をいただいたわけでありますが、思いのほか、時間を要

しております。しかし、事務局は一生懸命まとめておりますので、ご容赦いただくととも

に、多分、先生方は内容は十分ご理解いただいたと思います。

ただ、これから議論を進めるのに効率よくやりたいと思いますので、先ほどの１６ペー

ジ、１７ページにつきましては、後ほど、お諮りするといたしまして、まずは私が３つに

分けてもらいたいということを途中で口を挟みましたが、１つは「業務運営の効率化に関



- 16 -

する目標 、それから２番目が「国民に対して提供するサービスの質の向上 、３番目とし」 」

て、予算以下の７番目までの「その他業務運営に関する重要事項」と。こういうように３

つぐらいに分けて、まずはこれから１時間、１５時ぐらいまでを目途といたしまして、１

項目ずつにつきまして、これは点数評価になっておりますので、それをご確認、あるいは

ご意見をいただくというようにさせていただきたいと思います。

今、事務局の方からは触れませんでしたが、資料１３というのを、左前ぐらいにでも広

げて置いておいていただくと、今の資料１４の説明とが──といいますか、資料１４の説

明における最終的な点数評価が、水資源の自己評価から、先生方への説明、あるいはそこ

からいただきましたご意見、修正、そういったものが盛り込まれて、最終的に資料１３の

右の端っこに色をつけて書いてございますけれども、そういった形で出てきている。それ

を今、資料１４で一つずつ説明をしていただいたと。こういうことであります。

そういことを少し念頭に置いていただきまして、さてまずは、３つに分けると申しまし

たので、１番目として「業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置」に

ついての評価というものを行いたい。こういうように思いますので、どうか、忌憚のない

ご意見、あるいはご質問をお願い申し上げたいと存じます。どなたからでも結構でござい

ます。

【委員】 新人事制度で、実力評価主義というような非常にドラスティックなことをや

るとおっしゃっているんですが、現在、かなり出向でみえている方があるんじゃないんで

すか。出向者の場合は、親元の給料ベースというのがあると思うんですが、これはプロパ

ーの社員だけにやられるのか。そこはちょっと、これを聞いたときも実はわからなくて、

出向の方のウェートがかなりあるということであれば、それはちょっと絵に描いたもちに

ならないかなという気がしたんですがね。そこはどうなんですかね。

【合同会議議長】 ②についてのご指摘・ご質問ですが、機構の方からよろしく。

【水資源機構】 この問題は、職員全体に対して、この制度を実施いたしておりまして、

国から来られている方等を含めまして、全職員に対して、この評価というのを行っており

ます。

【委員】 それでは、お給料なんかも変えていらっしゃるわけですか。

【水資源機構】 はい。給料も、出向者の場合には私どもの給与表に従いまして位置づ

けるわけでございますので、その評価に従って支払うということにいたしております。

【合同会議議長】 だから、平たく言えば、公務員から出向してきたら、増えるという
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ことですな。

【水資源機構】 いえ、それは……。

【合同会議議長】 それはわからない？ この能力やらで……。

【水資源機構】 この制度は、能力と業績を評価いたしまして、そして標準に比べまし

て、プラスのもの、マイナスのものというふうにつけるわけですね。

【合同会議議長】 マイナスも出てくるわけですね。

【水資源機構】 はい。マイナスも当然出てくるということです。

【合同会議議長】 今度は、その方が戻られたときには、また戻った先での給料になる

と。こういうことですか。

【水資源機構】 そういうことでございます。

【委員】 従来、どういう理由かははっきりわからないんですが、出向されるときは、

ちょっと給料が増えて出向されるケースが非常に多いように聞いていたんですけれども、

それを全部、やめるということなんですか。それは私の間違った情報なんですかね。そこ

のところは……。

【水資源機構】 今採用している給与体系は、国の方の給与体系とかなり違っておりま

す。私どもがそれぞれの例えば部長であれば、部長についての職責に応じた給与という形

になりますので、例えば国の方の給与体系に準じた形で、それにプラスアルファ、例えば

１号を積むとか、そういうやり方はしておりません。したがいまして、そういうところか

ら申しますと、相当連続性は切れておりますが、ただ、当然のことですが、話し合いをす

るときには、どういうポストで、その職はどのぐらいの給料であるかということは、相手

の省庁とお話し合いはして、その上で納得してやっていただく。ただし、単純に積むとか、

そういう話にはなりません。

【合同会議議長】 ありがとうございました。そのほかはいかがでしょうか。

【委員】 （１）①のところですが、アクションプログラム、あるいは組織のフラット

化が、今後、よさそうだというご意見なんですが、フラット化にはフラット化のメリット

とデメリットがございますので、３というのはものすごくいい評点ですが、どんなような

成果が期待されるんでしょうか。

【合同会議議長】 それでは、どうぞ。これは「機動的な組織運営」ですね。今のご指

摘はね。これは３という評点がついている。高過ぎるんじゃないかと。こういうことです

が、いかがですか。
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【委員】 いやいや、根拠を言っていただければいいだけです。

【水資源機構】 アクションプログラムは、これは組織に限りませずに、全体的なもの

として取り組んでおります。そのねらいとするところは、独立行政法人になりましても、

一番重要なのは、私どもの各職員が、いかに国民の皆様の方を向いて、あるいは国民の皆

様、利水者の方々、あるいは水源地をはじめとする地域の方々の立場に立って、ものを考

えてやっていくかということが重要でございますので、そういう基本方針に立ちまして、

意識改革を進め、具体的ないろいろな行動をしていこうということでやっているものでご

ざいまして、私どもの事業の成果をわかりやすくご説明するとか、あるいはいろいろなレ

ベルで地域の皆様のご意見を伺うとか、そういう非常に広範な取り組みをいたしておりま

す。

その１つが、組織としてのフラット化でございますけれども、これは従来でございます

と、例えば現場の管理所でございますけれども、管理課とか、総務課というのがあるわけ

でございまして、その下にまた係というのがありまして、この係が従来、非常に細分化を

されていたわけでございます。したがいまして、その係によります繁閑もございますし、

それから人の育成をしていく意味でも必ずしも十分ではなかったということでございます。

現場のフラット化につきましては、１つは、まずは総務課とか、管理課という課をやめま

して、所長に次ぐ代理の者が、そのときのその事務所のテーマによりまして、分担を決め

ましてカバーをする。通常は２人いますと事務の人とか、技術の人もいるわけでございま

すけれども、そういうのにあまりこだわらずに、フラットに仕事を分担をして、両方でカ

バーをする。それから、係員の方は、係長になった者を一々、係長に任命するという従来

のやり方ではございませんで、これもテーマによりまして、その管理所によりまして、現

在、例えば水質の問題が非常に重要であるというようなときには、その水質の問題につき

ましてチームのようにいたしまして、そこにも従来でありましたら、係に分かれておりま

したような係長を複数名であっても投入をしてやる。それから、そのチームにあたりまし

ては、従来、とかく事務系とか、あるいは技術と。技術の中でも土木とか、電気とかあっ

たわけでございますけれども、それにかかわらず、事務の者、技術の者、あるいは電機機

械の者も１つのチームにしてやるということにいたしまして、係という形ではなくて、そ

の事務所の必要性に応じまして、その地域あるいは利水者の皆様に対応していくために最

適なチームを組んでやるということにいたしております。それによりまして、仕事の成果

も出てくるわけでございますし、また同時に、職員の幅広い目でチームを組むということ
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から、人材育成にもなっていくという意味を持ちまして、両方を持ちまして、大変成果が

上がり始めていると。まあ、これは実際は昨年１０月からでございますので、成果をまだ

定量的にはかるというわけでございませんけれども、定性的には非常に成果が上がりつつ

あるものと考えております。

【合同会議議長】 いかがでしょうか。

【委員】 期待値というふうに考えてよろしいわけですね。定量的というよりも、定性

的にとおっしゃったのは。今後期待されるということで。

【水資源機構】 今後期待されるというか、現実に昨年１０月から、そういう形で現場

の管理所等では仕事をいたしております。そういう中で、所長等の話や報告を受けまして

も、フラット化のあれによりまして、スムーズに業務が進んでいるという評価も受けてお

ります。そのために、私どもといたしましては、今ご説明の中では、とりえあず管理所で

というふうにしていたわけでございますけれども、そういう成果を見まして、４月以降は、

もう少し事業所等でも今の係長制については廃止をして、今のようなやり方でやっていこ

うといたしているところでございます。

【委員】 わかりました。どうもありがとうございました。

【委員】 大変何回も申しわけないんだけれども、事務費とか、事業費の中期計画では、

例えば事務的経費の節減というのは１３％と具体的にできているんですが、今年度の計画

では、ここには数字が入ってないんですよね。だけれども、評価の方では評価２で、着実

にやっていると、１年度のが出ているんですけれども、経費の節減というのは、我々民間

会社の場合でも、ぞうきんを絞るようなもので、初めは、絞ると水の勢いはいいんですが、

だんだん出なくなるのでね。そういうふうな意味で、５カ年で１３％であれば、初年度は

幾ら、２年度は幾らというふうに割ってあるんですか。そうでないと、１４年度比で約２.

４％の縮減が図られたから、着実に進行しているんだよという自己評価自身は、おそらく

１５年度の数字を持っていたからおっしゃっているんだろうと思うんだけれども。まあ、

私も、その説明でいいと言ってはおるんですけれども、ただ、こういった経費節減という

のは、先ほど言ったぞうきんを絞るようなもので、だんだん苦しくなりますからね。初め

の方がかなり大きく行っておかないと、進行しているとは言えないんじゃないかと思って、

そのことをちょっと心配しています。以上でございます。

【合同会議議長】 それでは、水資源機構、どうぞ。

【水資源機構】 今、先生からご指摘がありましたように、単純な形にやっていくわけ
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にはいかないなと考えておりまして、ここで出ている数字は２.４％でございますが、１

３％に到達するような形で、段階的に落としていくという形で計画は組んでおります。し

かも、規模の実態、業務量に合わせる必要もございますので、計画上は単一ではなくて、

それぞれの年の需要予測に基づいた形で落としをかけるという形でやっております。

【合同会議議長】 それの場合、何かベンチマークするような、これまでの実績で参考

になるようなものを参考にして、そういう年次計画を立てていらっしゃるわけですか。

【水資源機構】 事務費的なものについては、具体的にベンチマークというものはござ

いません。ただ、無理がないような形で実施するという意味で、事業の進捗状況、ボリュ

ームに合わせた形で節約目標を毎年決めるということにしております。

【合同会議議長】 よろしいですか。どうぞ、皆様、ご意見はございますでしょうか。

議長がしゃべるのがあまりどうかとも思いますが、先ほどの委員のご質問で、フラット

というものですね。フラットというのはわかりやすいようでわかりにくいんだけれども、

要するに人の能力を多様に活用できるようにしていきたいというところがベースにあるわ

けですね。私は、皿洗いしか……言い方がいかんですね （笑）何かしかできませんと。。

これしかできませんと。そういうことではなくて、互いに刺激し合って、協力し合って、

ここがちょっと手薄になったときには、少しぐらいはできるというようなことをねらって

進めていこうと。そういうことがベースにあるんじゃないかと思うんですけれども、そん

な解釈でいいんですか。

【水資源機構】 １つは、テーマ自体につきまして、いろいろな職種、専門の者が寄っ

てチームを作って、総合的にやっていこうということでございます。それからもう一つは、

業務の繁閑に合わせまして、あるいは、その事務所のテーマによりまして、チーム編成を

弾力的にやろうということでございます。この２つの目的を通じまして、職員には、自分

自身はそれぞれダムであるとか、水路であるとか、機械とか、電気とか、事務とか、専門

分野はあるわけでございますけれども、自分の専門分野を強くしつつ、同時にそれ以外の

周辺分野についても十分協力できる知識を修得してもらおうというような効果をねらって

いるものでございます。

【合同会議議長】 ありがとうございました。そのほかに。はい、どうぞ。

【委員】 今の点でちょっとお伺いしたいんですけれども。

スタートしてまだ半年ちょっとということで、まだ定量的にはもちろん推し量れないと。

ただ、定性的には少しそういう動きが見られるということなんですけれども、具体的に、
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では、どういう動きが出てきているのか。その辺をちょっとお伺いしたいんですが。

【合同会議議長】 それでは、どうぞ。簡潔に。

【水資源機構】 具体的に、管理所で、先ほど申し上げましたけれども、従来の総務、

管理、あるいはそれの下にある係という形ではなくて、その管理所によりまして、施設の

操作というのは基本であるわけでございますけれども、同時に水質であるとか、外へのＰ

Ｒ、広報とかということとか、いろいろなそれぞれのテーマがあるわけでございます。し

たがいまして、そういう重要度に応じましてチームを作るという形で、この半年、昨年１

０月以来、各事務所で運用をしてきているということでございまして、そういう中で今申

し上げましたように、弾力的な業務運営、あるいは職員の意識の面でも、職員に聞いてみ

ましても、幅広いというとちょっとあれなんですけれども、自分の専門分野以外の者とも

協力しながらやっていくという体制は非常にいいというような評価を受けているわけでご

ざいます。

【合同会議議長】 よろしいでしょうか。それでは、どうぞ。

【委員】 今の件に関連しますが、組織の実効性のモニタリングのお話は重要だと思い

ますが、新組織の中で、改善された組織自体が機能しているかどうかというのは、どの部

署が担当されて評価されていらっしゃるんでしょうか。

【水資源機構】 特別に部署といいますか、もちろん私どもも監査という部門はござい

まして、監事監査、あるいは監査室の監査という形でやっているわけでございますけれど

も、それ以外につきましては、今の組織あるいは業務の改革につきましては、所長等が判

断して、随時、私どもの所長会議あるいは支社長の集まり等を通じて評価をしているとい

うことでございます。また、もう少し草の根的というとあれでございますけれども、先ほ

どから出ておりますようなアクションプログラムという形で、私が具体的に事務所を回り

まして、管理職を除きまして、一般の職員に集っていただいて、率直な意見はどうだとい

うことで、いろいろ意見交換をする形で、そういう中でやはり今のフラット化なんかも実

はいろいろ意見が出てきているわけでございますけれども、そういうところで個別の評価、

チェックをするという両方の、正式な組織面ともう少し一般的なやり方と両方のやり方で

チェックをしながらやっております。

【合同会議議長】 よろしいでしょうか。

【委員】 はい、結構です。

【合同会議議長】 大体、お伺いいたしておりますと、いろいろとこの内容、どうして、
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こういうポイントが出てきたかということについてのご質問で、大体ご納得をいただいて

いるようなことではないかと思うんですが、ご確認したいと思いますけれども、いや、こ

の点数では、どうにもならんぞという特に強いご反対はございませんでしょうか。

もしよろしければ、議長としては、時間をかなり頭に置きながらやっておりますので、

ご協力をいただけるならばご確認いただきたいと思いますが 「機動的な組織運営」とい、

うところには３点 「効果的な業務運営」は２点 「事務的経費の節減」は２点 「事業費、 、 、

の縮減」は２点ということで、こういう評定ということを、ただいま説明いたしました原

案のとおりということになるわけでありますが、こういうご確認をいただいたということ

にさせていただいてよろしゅうございますか。

（ はい」の声あり）「

【合同会議議長】 ありがとうございます。

それでは続きまして、２の項目の方、ここは大分、項目数も多いんですが、同じように

やってまいりたいと思いますが 「国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向、

上に関する目標を達成するためにとるべき措置 、これの評価です。先ほどの資料１４で」

はかなりのページ数にわたりましたし、資料１３を並べてごらんいただければ、よろしい

かと思いますが、今のように、どうぞ、１番目から始めるということではなくて、お気づ

きのことは何でも結構ですから、どうぞご意見をお願いいたします。

【委員】 項目が多いので１点だけご質問いたします。

４ページの一番上の方に、戸倉ダムの中止の件が書いてあるんですが、徳山ダムの事業

費の変更だとか、そういうところは大分ご苦労なさって、自己評価も低くなさっているん

ですが、この戸倉ダムの場合は、単なる中止とだけしか書いてないんですが、私がお伺い

するところによると、これは機構ができたばかりのときの最初の仕事で、この撤退には非

常にご苦労なさったと。それから、利水者である東京都とか、埼玉県に聞くと、よくやっ

てくださるという話を聞いているんですが、一方では、地元は、それなりに不満も大きい。

この撤退というのは大変難しい話なんですけれども、この戸倉ダムの撤退のようなことは、

これからもあるかもしれませんが、そういうものを評価に入れているんですか。あるいは

入れているとしたら、こういう撤退にあたって、地元への説明だとか、いろいろ難しい話

がたくさんあったと思うんですが、この辺はどのように評価なされているのか、お伺いし

たいと思います。

【合同会議議長】 どなたからお答えいただけますか。それでは、機構から。
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【水資源機構】 センシティブな話でございますが、事実関係を言いますと、水資源機

構としてやり得る仕事ではなくなったということですね。要するに特定の都市用水の供給

の必要がない、もうユーザーから要らないということを明言されたわけですから、水資源

機構の仕事としては成立しないということですから、それをまず念頭に置くということで

ございます。それを主務省であります関東地方整備局の事業評価審議会に上げまして、中

止という判断をいただきました。

ただ、水源地に関して非常に大きな不満といいますか、不信というのは根強くあったこ

とは事実でございます。既に用地のほとんどが取得済みでありますし、工事用の必要な仮

工事も着々と進んでいる段階。しかも、あの事業において地元は地域興しといいますか、

地域の再建を非常に期待していたという側面から、片品村、また群馬県には強い不信不満

があったことは事実でございます。我々機構としての立場を、地元へ行きまして、村長さ

ん、また地権者の方々にお集まりいただいて説明申し上げ、ご理解をいただいたところで

ございます。

今後の処置でございますが、機構としての事業として戸倉ダムは中止となりましたので、

ただ、中止と決まって、そのまま撤退するわけにはいきませんので、必要最小限の必要な

手当をして、来年度、現地から撤退することにしております。どこまで、どういう形で撤

退するか、これは非常に難しい話でございまして、それには必要な原資が要るわけでござ

います。国費だけでは仕事はできません。想定されていたユーザーの方々の負担をいただ

きながら、後始末をする必要があるということでございますので、地元はたくさんのこと

をしてくれ、我々は、そういうユーザーの立場を考えれば、必要最小限のものにとどめざ

るを得ないという値踏みの中で、現地で第三者の方に入っていただいて、津田先生に委員

長になっていていただいて、撤退に必要な地元対策を講じた上で、来年度、現地から撤退

する、引き揚げるということにしております。

それを、この機構としての評価にどう入れたかということでございますが、私どもとし

ては事実関係を淡々とやったと言わざるを得ないわけです。そういう苦労をしている、苦

労をしているといっても、自分たちだけの問題でございますので、基本的には、そこに重

きを置いた自己評価をしたわけではないと理解しております。

【合同会議議長】 よろしいでしょうか。そのほか、いかがでしょうか。はい、どうぞ。

【委員】 ちょっと一般論で申しわけないんですが、ここに一括りにされたものは、計

画に対してどのぐらい行ったかというようなことで評価されていますね。その場合に、今
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までは評価が入らないときは、計画を目いっぱい作って、行け行けの計画を作ってくれば

よかったわけですが、こういう評価が入るとなると、今後、非常にシュリンクした計画を

立てると、そのクリア率というのはすごく高くなるわけですね。そうすると、もともとの

計画の妥当性というのを、どうやってチェックが入っているのかというのがかなり重要に

なってくると思うんですが、その辺はいかがなものでしょうか。

【合同会議議長】 どうでしょうか。これは大学の中期計画でも最大の問題になってい

るところですが。どうぞ、どなたか。これは事業の問題ですから。

【水資源機構】 中期計画を策定する上で必要な事業費の枠というのがございますので、

それを前提に事業計画を作る。どれぐらいできるかということを考えております。したが

って、与えられた独法機構としての５カ年間の事業費の総枠の中で何ができるだろうかと

いうことでひいております。決して、それをミニマムに見積もるとか、過大に見積もると

いうことは、この計画ではしておりません。全くそういうことはしておりません。従来の、

この事業費ならこれぐらいのことはできるということをもとにやっております。

ただし、今回の中期計画上では大きなことがございまして、１つは徳山ダムと滝沢ダム

につきましては、この機構以前から、これは１９年度に完成するということを世の中に宣

言しておりますので、これは先取りして事業を終えるということで、残余の分について、

それぞれの事業の必要性に応じた事業計画を立案したということでございます。

【合同会議議長】 よろしいでしょうか。

私が口を挟むのはどうかと思んですけれども、大学のことしか、私は詳しくは知りませ

んが、同じような問題がありましてね。中期計画を──ともかく評価というのは、ペナル

ティーを与えるという基本精神でやるとうまくいかないんですね。ですから、エンカレッ

ジするような方向でやっていかなければならない。それが原則にあって、そうすると、目

標とするところ、あるいは計画とするところは、今度は達成度というようなものが１つの

評価の対象になるものですから、当事者としては、少し低めに抑えておいて、やったぞ、

やったぞというように達成度評価へ持っていきたいと。しかし、それを評価委員会の方が、

今度は、その目標・計画ではだめだよと。これはもうちょっといっぱい上へ上げなさいと。

仕組みとしては、そういうバランスです。なかなか言うほどにはたやすい問題ではござい

ませんが、水資源の場合は、そこを一生懸命やっておられる。こういうことですね。

【水資源機構】 はい。一生懸命というか、与えられた事業費の枠で何ができるかとい

うことを詰めていったということでございます。
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【委員】 はい、結構です。

【合同会議議長】 よろしいでしょうか。ありがとうございます。はい、どうぞ。

【委員】 昨年１０月発足して、それ以来、この間の評価ということで、私もやりまし

たし、特にその中で、これからお願いしたいのは、特に国民に対するサービスといいます

か、その辺の部分のところをもう少しわかりやすい項目といいますかですね。私は意見と

して申し上げたんですが、もうちょっとポジティブな、日夜絶え間なく水を供給している

努力がもう少し国民一般にわかるような、そういった項目も少し加えて、あるいは、この

中のいろいろな細かい項目を精査することによって、何か作っていただければという意見

を持っています。

それで、その中で特に「総合的なコスト縮減」というのは、こちらの経済産業省の中で

も結構大きな１つの柱でございまして、この６ページの１５％のコスト縮減を１９年度ま

でにやるという中で、もう既に１０.４％を縮減しているというようなことになるわけで

すね。そうしたときに、この半年ちょっとの間で、ある程度３分の２ぐらい達成してしま

っているということは、この後、大変だなという気がいたしておるんですね。

ですから、コスト縮減については１９年度まで着々と１５％を目標に行けばいいという

ことになれば、あとは１％とか、２％ずつぐらい縮小すればいいということにもなります

し、この辺の──この評点３というのは、これは理解できるわけですが、こんなにギリギ

リ縮小してしまっていいのかどうか、その辺はちょっと心配ではあるんですが、この辺に

ついてお聞かせいただければと思っております。

【合同会議議長】 ありがとうございます。委員は、いつも非常にエンカレッジ側のご

意見をいただくんですが、今のにお答えいただく前に、もう一つ、委員からの提案も上が

っていましたが、今の問題とは異なりますか。

【委員】 全く同じです。

【合同会議議長】 そうしたら、どうぞ先に、それをおっしゃってください。

【委員】 はい。今のにちょっとつけ加えたいのは、縮減率の目標が、中期目標にある

縮減率は総合コストということで、実際、こちらの方で上がっているのは、直接的な縮減

ということで、直接的施策による縮減率が１０.４％と。総合コストとは全く同じ数字で

はないと思いますね。総合縮減率は直接的縮減率と間接的縮減率の合計値となるというふ

うになっているので、そこら辺、ちょっと数値の定義が違うと思うので、その辺も明らか

にしていただきたいということです。
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【水資源機構】 今の直接的、間接的は、間接的というのは、我々自身で計量できない

ものでございまして、いろいろな流通が変わるとか、全体として国全体が工事に対して、

どういうマイナス効果を、いろいろな施策が発揮したかということは、主務省自身が５年

後に大体定量化して、後でオンされるという性質でございまして、水機構として間接的結

果を個別に計量することはできない。水機構としてできるのは、直接的な縮減は、まさに

自分が調達するわけですから、それはできるということでございまして、おっしゃるとお

り、ここでは直接的縮減しか挙げておりません。

何ゆえ、今、こんなに前倒しでやっているのかということでございますが、委員からも

お話があった、こういうものは先でやらんと後で大変だぞというお話もございますが、今、

私たちの機構にとって一番大きな課題はコストの問題でございます。徳山の問題もそうで

ございますし、あらゆるユーザーから、コストについては厳しい指摘があります。あらゆ

るユーザーがございますので、これは第一に取り上げなければいかんということで、徹底

的なコスト縮減を見込んでおります。

ただ、意図的にコストを下げることだけではなくて、技術を改良工夫する、新しい技術

を導入する。それから、調達につきましても、今まで公団時代は、国の調達ルールに準じ

た調達をしておりましたけれども、いわば自律的な調達ができるという独立行政法人にな

りましたので、東京電力とか、中部空港がとっておりました、いわゆるネゴシエーション

入札に取り組もうということで、１５年度の２月から、ネゴシエーション入札を徳山ダム

の一部工事で導入いたしました。これは非常に効果が出まして、単に我々の価格を押しつ

けるんではなくて、応札者が出してきた価格について説明を求め、提案をそれぞれしあっ

て、了解を得たものをとにかく合意した単価で契約しようという制度でございます。一部

の業界の人は、また発注者の優位な立場を利用して価格を押しつけるのではないかと危惧

を、随分、この導入時、業界の方から意見としていただきましたけれども、結果として、

試行した結果、私どもの価格よりかは高い価格で合意したものが半分、私どもの価格より

か安い価格で合意したものが半分ということで、双方向性は担保されたと。一方的に我が

社の単価より低いもので契約したものではない。いわゆる双方対等の立場で協議ができた

のではないかということが言えるかと思います。その結果も、コスト縮減が意外と大きか

ったということでございますので、１６年度以降も、この技術提案付価格合意方式の入札

制度については拡大をして、実を上げていきたいと考えています。

とにかく、あらゆる問題に帰するのは、我が機構に一番大きな期待はコスト問題である
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と。それに有無を言わさず、我々は対応せざるを得ないという環境にあるということはご

理解いただきたいと思います。

【合同会議議長】 大変強い意志を示されまして、これはもっともっと縮減が可能にな

るかもしれないという意志を示されたと思っておりますが。

そのほかに。はい、どうぞ。

【委員】 今、コスト縮減が非常に大きな課題だというお話があったので、やはり取り

上げざるを得ないと思ったんですが、徳山ダムで新契約方式で１.４億円削減されたとい

うことについては非常なご苦労があって、新しい方式ということで評価できると思うんで

すけれども、やはり徳山ダム自体の事業費が約１,０００億円増加したということをどう

とらえるかということだと思うんですね。我々が評価委員会として、１,０００億円にの

ぼる増加分というものをどうとらえるかということが、我々自身の問題だと考えておりま

す。というのは、それ自体は必ずしも機構だけの問題ではないといいましょうか、機構が

直接的にどうできるということではなかったという問題があるかもしれませんが、今言わ

れたようにコストの問題が非常に大きい。そして１,０００億という非常に大きな金額と

いうことを考えると、やはりそこはかなり厳しく評価するという必要があるんではないか

と考えておりまして、機構自体も自己評価として厳しいものをされているんですが、それ

がこの後に出てくる総合的な評価の問題の中で、単純集計といいましょうか、ウェートづ

けされていないということで、それが埋没してしまって、せっかく、そういうふうに厳し

い評価をしたものが外部に出ないという、そのことはちょっと残念ではないかと。むしろ

厳しい評価をした方がいいんではないかと私は思っております。

先ほどの戸倉ダムの中止の問題もありましたけれども、今後、こういう問題があって、

徳山ダムにおいても、利水者がかなり撤退するという中で、治水の方の需要者である岐阜

県が、かなり負担増になって、これは一応、県の中で了承されるということになってはお

りますけれども、今後、同じような問題があれば、県財政が非常に逼迫している中で、ど

ういうことになるやもしれないと。これは杞憂かもしれませんけれども。そういうことも

含めて、今後のことを考えると、やはり、ここは随分深刻に受けとめておく必要があるの

ではないかと思っております。以上です。

【合同会議議長】 ありがとうございます。これは非常に重要な問題ですね。多分、ほ

かの委員も、心情的という言葉がいいかどうかわかりませんが、心の底では、この問題は

非常に重く沈んでいると。ところが、なかなかここに表に、一応は出てきていますよ。移
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転やらなんかの問題としてはですね。しかし、非常に大きな建設費増が出てきたと。こう

いうことを、議長としては、今回、なかなかこれを入れるのは難しい点もありますが、そ

うしたら 「おまえさん方、この水資源部会で委員として参加しつつ、この点についてい、

かが議論したのか。いかが考えたのか」ということについて、何か当事者としてお考えが

あればと。これは非常に重要な問題ですので、どうぞお答えいただければありがたい。

【水資源機構】 徳山ダムの事業費増に対する課題につきまして、全くこの中期計画の

評価書で触れてないわけではないわけでして、この項目の８番の項目の「関係機関との連

携」で、徳山ダムについて、とにかく不信の念を抱いたということについて、自己評価で

は０点にしております。

委員がご指摘したのは、もう少し頭のところできちんとした対応が、ここでもあるべき

じゃないかということでございますが、それは、そういうご意見については我々としては、

そういう意見があったということは理解させていただきたいと思いますが、要は今後どう

するかということが一番だろうと思います。徳山については、公団時代からいろいろなこ

とが積み重なって不幸な結果になったわけでございますが、それを再発させないためにど

ういうことをするかということが、当機構にとって非常な重要なことだと考えておりまし

て、徳山ダムについては、既にユーザーである３県１市と我々、それから国で、事業費の

管理検討会をやっていこうということで、毎年、今の予算要求時、それから精算時、完了

時、事業費がどう要求されて、どう使われたかということを費用負担者が一堂に集って評

価をしあおうという枠組みで、事業費を管理していく。当然、毎年、どれぐらいコストが

圧縮されたか。ここでは余分な費用がこのようにいった。そういうことを絶えず関係者が

情報を共有して、お互いの理解を得ながら事業を進めていく。そういう措置をすることに

よって、極端に、ある年、大きな事故が起きて、事業費が膨らむぞということは事前にそ

れぞれの機関の方、負担される方と情報を共有して、その対策を講ずることが可能となる

だろうと考えております。それが１点です。

それから、コストそのものの構造につきましては、独自に機構内にコスト縮減技術検討

委員会というのを作りまして、専門的にコスト問題を詰めて、個別の事業の成り立ちその

ものをコスト面からフォローしていこうということを、学識者に集っていただいて評価し

ていただく。そういうものを作りました。

こういう考え方は、単に徳山ダムだけではなくて、今進めております滝沢ダム以降、着

手している事業につきましても、今後は、ユーザーと国の機関が一堂に集って、事業費を
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毎年管理していくという態勢をとっていきたいと考えております。そういうことで、徳山

で起きたような急に大量の事業費が突然出てくるということは回避したいと考えておりま

す。

【委員】 ちょっと関連で。

今、徳山のお話を聞いたんですけれども、私は全部知っているわけではないんですが、

八ツ場にしても、全ダムで、大体２０％あるいは８０％とかというふうに経費が増えてい

ると思うんですよね。当初発表のときよりも。民間会社であると、もしコストが１割なん

か増えると、ほんとうに大変なことになってしまうんだけれども、わりに簡単に、物すご

い、例えば１,０００億が１,８００億になったりとか、ほかのダムも皆そうだと思うんで

すよ。

私はこれで質問したとき、ダムというのは２０年、３０年かかるから、当初の見込みか

ら大きく狂うのは、まあ、やむを得ないんだということなんですが、それもそうだろうと

思うんですよ。だけれども、この１０年を考えてみると、大体デフレ傾向で、ビルの建築

費その他というのは、むしろどちらかというと低減傾向にあった１０年でした。それにし

ては、当初発表された建設費が幾らで、ダムを造りますという発表の数字と、結果的に最

終的に上がったときの乖離があまりにも大きい。だから、今、水資源機構がおっしゃるよ

うに、毎年、縮減を図りますという問題よりも、当初、とりあえず造られるという発表の

数字自身が少し甘いというのか、問題があるんじゃないかと私は思うんですよ。それが一

つ。

もう一つ、同じように、戸倉ダムの中止の方ですね。１０年、２０年先にしかダムとい

うのはできないから、造ろうと計画をしたときから、要らなくなるということは、これか

らはあると思うんですね。例えば中海の干拓にしたって、有明湾にしたって。土木工事と

いうのは長期的になるから、どうしても見込みから外れることがある。だから、私は、む

しろこの方が水資源の方に非常に同情的でありまして、地元を説得して、ほんとうにやっ

と説得して造るといって、やめたといったときの怒りというのは、結局、また水資源にぶ

つけられているケースが、ほんとうに今回でも多いです。それを一生懸命説得されて、僕

はむしろ変更に対する後にしこりを残さないためになされた努力というのは、むしろ、こ

れは僕はプラス点で、戸倉ダムが中止だから、１点か、０点にしろというご意見もあった

ように聞いているんですが、むしろ、そういうものはこれからもあるだろうと。そのとき

に、どういうふうに処理したかというノウハウを蓄積してもらって、これは国の政策の変
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更というのか、国民の利水状況なんていうのはほんとうにわからないですからね。これか

らは。だから、そういうものは、それでむしろ、ある意味では分離してでも評価したらい

いと思うんですが。

当初の建設費が、まあ、悪い言葉で言えば、安くしておいて認めて、既成事実を作って、

後で追加だというふうに受け取られかねないですからね。２,０００億で造るといって、

たまには１,５００億で済んだというのがあったらいいんだけれども、まずないはずです

よ。だから、そこの当初の見積もり自身をもう少し、例えば２０年後も、ある意味では組

み入れてやっていかないと、どうも水資源の発表するダム建設費というのは、いつも少し

おかしいぞという不信感ばっかりになっていくと思うんです。この点は、ほんとうに大い

に、今、委員がおっしゃったけれども、反省してもらわないと。金額がけた違いなんでね。

どうも私自身も釈然としないままあるんですよ、今でも。以上です。

【合同会議議長】 これは各委員がおっしゃることは至極もっともなことですので、機

構から、一つご決心でも述べていただきたい。

【水資源機構】 委員のおっしゃることは全くそのとおりでございまして、私も建設省

時代、開発課長も、河川局長もやっておりまして、ダムの事業費というのが、当初からど

んどん増えてくる。これはユーザーの方にも、国民の皆様にも十分説明しきれない問題じ

ゃないかと思っております。それに対しては、きちんと逐一、情報公開して、透明性を高

めて、こういう要素でこういうふうに増えますと。当初、こう見込んでいましたが、こう

いうふうに増えますということを丁寧にご説明していくというシステムを作るということ

が一番大切なことだと。過去において事業費が増えたことに対する言いわけは、私はあり

得ないと思っております。そういった意味で、これから丁寧に、増えた原因を説明してい

くということだろうと思っております。

【委員】 関連すると思いますので、２点ほど。

１つは、非常に具体的に評点のことなんですけれども、９ページの「関係機関との連

携」で、今、いろいろ反省点等を述べられておられますが、評価というのは、監査でも、

検査でも、監察でもございませんので、皆さんがチェックするというよりは、昨年１０月

にスタートした計画に基づいて、きちんとやっているか、やり過ぎてないか、やらな過ぎ

てないかということを我々が評価するということだと思うんです。評点を見ますと、３、

２、１、０という４段階で、１、２、３は改善が必要ないんですね。１点、２点、３点は

順調というか、おおむね、あるいは着実に、あるいは特に優れてよろしいと。０点だけが、
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改善してくださいということになってございますので、自己評価が「関係機関との連携」

で０というのはとてもうなずけたんですね。そういうふうに評価の欄にも書いてございま

すので。ですから、これが１になっていることの理由を一点伺いたい。

それから先ほど、コストのことが非常に重要だとおっしゃって、ほんとうにそういうふ

うに思うんですが、せっかくアンケートを実施されたのに、コストのことは全く触れてい

ないアンケートがございます。水の質と安定供給、それと３つがセットだと思うんですね。

安定的にいい水を、なるべく安くと。その３つだと思うんですが、そのアンケート項目に、

コストの面が一切ないというのが、先ほどからご主張されている点とちょっとそぐわない

なという感じを受けております。

「関係機関との連携」のところで特に挙げさせていただきたいのは、評点との関係なん

ですが、徳山ダムは、私も名古屋が地元なものですから、名古屋市の担当者も、昨年８月

８日の朝刊で初めて知ったということで、私自身もびっくりしたんですが、そのようなこ

とは改善なさるということですので、改善項目に当たるので０かなと思っていますが、た

だし、それは徳山だけが問題じゃないので、１０月以降、どのように改善を盛り込まれた

のかという点も含めて、ちょっと評点との関係で、ご説明いただけたらと思います。以上

です。

【合同会議議長】 ありがとうございました。ちょっと時間が押していますので、端的

にお答えを願いたいんですが、今の３人の委員のご指摘は、一般論としての水資源機構が

ダムに取り組むべき姿勢の問題と、それから、この評点にあらわれてくる場合に、徳山ダ

ムというような項目がなくて、関係事項というような形で挙がってきていると。その個別

の問題と両方が絡んで入ってきている。そこが少しわかりにくいというようにも指摘され

ていると思いますので、どなたかからお答えを願いたいと存じます。

【水資源機構】 まず「関係機関との連携」という面で、私どもは非常に、徳山ダムの

問題は深く反省しているということを申し上げたいと思います。関係機関の方が知らない

うちに、新聞記事に、ぼんと事業費の増加が出たと。今、まさに委員がおっしゃいました

が、そのようなことはあってはならないことだと思っております。それが現実に起こった

ということは、やはり非常に深く反省しなければいけない。それに関しては、先ほども申

し上げましたが、徳山ダムに限らず、これからのダムについては、事業費管理、コスト管

理、ともにオープンにして、関係機関の方にも入っていただいて、逐一、状況を報告して、

情報を共有し合うというスタンスでやっていきたいと思っております。
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【合同会議議長】 それでよろしいですか。

それでは、委員の先生方はまだまだご意見もあろうかと思いますが、評点のつけ方につ

いてもご意見をいただきましたけれども、これをもう１点下げろとか、上げろとかという

ところまではご主張はないように思いますので、私のシナリオにはないんですが、非常に

大事な点ですので、再度ご確認をいただきたいと存じます。

「計画的で的確な事業の実施」のうちの「ダム事業」については２ 「用水路等事業」、

については２点 「付帯事業及び委託発電事業」については２点 「的確な施設の管理」は、 、

２点 「総合的なコストの縮減」は３ 「環境保全への配慮」は２ 「危機管理」は２ 「工、 、 、 、

事及び施設管理の委託に基づく業務」は２、それから「関係機関との連携」は１、それで

「説明責任の向上」は２ 「事業関連地域との連携促進」は２ 「技術力の維持・向上」に、 、

つきましては２ということにさせていただきたいと存じますが、ご了承いただけますでし

ょうか。

（ はい」の声あり）「

【合同会議議長】 ありがとうございました。

それでは、３の以下、先ほどですと１３ページ以下ぐらいになりましょうか。この資料

１３を見ていただいても結構でありますが、予算以降の７番目までの問題につきまして、

それぞれ点数が入っておりますが、これにつきまして何かご意見はございますでしょうか。

よろしいでしょうか。ここはいろいろ借入金の限度額とか、私などから見ますと、当事

者能力としても、なかなか自由性の高い動かし方が難しいという問題等もございますね。

そういうことで一応といいますか、先生方のご意見は当然、ご説明をして、お伺いした結

果でございますが 「予算、収支計画及び資金計画」は２点 「短期借入金の限度額」は２、 、

点 「人事に関する計画」は２点 「積立金の使途」は２点 「その他当該中期目標を達成、 、 、

するために必要な事項」は２点というように、自己評価と先生方の意見等をもとにして修

正して作ったのが原案でございますが、これでよろしゅうございますでしょうか。

（ はい」の声あり）「

【合同会議議長】 ありがとうございます。それでは、ご賛成をいただいたと、このよ

うに思っております。

ここまでは、評価委員の先生方の知恵とご経験とご努力の凝縮されたものと私は受け取

っております。まことにありがとうございました。心から感謝いたします。

それでは、その次に、先ほど資料１４の１６ページと１７ページについては後に回しま
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すということを申し上げましたが、１６ページにつきましては 「自主改善努力」につい、

て評価を行ったということでございますが、この点についてご意見をいただきたいのと、

これは一緒にいたしましょう。引き続いて１７ページの方には 「業務全般に関する意、

見」について、評価調書案に追加すべき意見等がありましたら、それを書き加えたいとい

うことで挙げておりますが、この点についていかがでしょうか。

事務局の方から、先ほどご説明不足で、ちょっとつけ加えたいというような点はありま

すか。

【事務局】 結構でございます。

【合同会議議長】 よろしいですか。

【委員】 では、１点だけ。

１６ページの「自主改善努力評価」の中に、既存水路施設における小水力発電に関する

調査研究というのが今回出ているんですけれども、この辺について何か実際に、もうかな

りのレベルでやられているのか、あるいは今後、どのような意向なのか、ちょっとお聞か

せいただければありがたいと思いますが。

【合同会議議長】 それでは、どうぞ。

【水資源機構】 機構の施設には、いろいろな位置エネルギーを持っている施設がたく

さんございまして、水路等につきまして、流れている水の余剰ヘッドといいますか、余剰

力を現在、調査しております。最近、低揚程で電気を起こす技術が相当高度化しておりま

すので、我々は水路を流れている水をうまく導き入れて、電力を起こして、管理費の低減

に努めるという観点で幅広く検討を進めております。現に既にもう小水力で、水路ではご

ざいませんが、愛知用水の東郷池では、揚程が小さいため池でございますが、その落差水

を使った発電に取り組んでおりますし、そのほか、風力発電等々の自然エネルギーを活用

した電力起こしについて幅広く現在、検討をしておるところでございます。

【合同会議議長】 よろしゅうございますでしょうか。

【委員】 ありがとうございました。

【合同会議議長】 それでは一応、すべてについての評価をしていただきましたので、

全体的な評定は、これは先ほど計算式がございましたが、この計算式で計算をいたします

と、たしか１０２％になるんですね。ご異議がなければ、このとおりに１０２％、つまり

「順調」であるということにさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

（ 結構です」の声あり）「
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【合同会議議長】 ありがとうございました。

それでは、本日の議題である平成１５年度の業務実績評価についての議事というものは、

これで一応終了させていただきます。

ここで終わりということにすれば非常にハッピーなんでありますが、緊張が続くという

のは２時間が限度であるということは、私は議長業みたいなものですから、よく知ってお

りますが、もうしばらくご辛抱いただきまして、司会の方にお返しをいたします。

【事務局】 ありがとうございました。以上をもちまして、本日の議事を終了させてい

ただきます。

なお、水機構の方から申し入れがございまして、４月に就任されました青山理事長より

お話がございますので、このまま引き続き、若干お時間をいただきたいと思います。

（今後の改革方針等についての発言あり）

── 休憩 ──

＜第５回国土交通省独立行政法人評価委員会水資源機構分科会＞

【事務局】 それでは、おそろいになりましたので始めさせていただきたいと思います。

第５回独立行政法人評価委員会水資源機構分科会を始めさせていただきます。委員の皆

様方には、合同会議に引き続きお疲れのことと思いますが、よろしくお願いいたします。

まず初めにご報告を申し上げたいと思います。本日は水資源分科会委員及び臨時委員総

数６名のうち、定足数でございます半数以上の委員の先生のご出席をいただいております

ので、委員会令第７条の規定に基づきまして、本会議は成立してございます。

本日の議題は３つございまして 「平成１５事業年度財務諸表 、２つ目が「独立行政法、 」

人通則法第４４条第３項に基づく利益処分 、３つ目が「役員退職金に係る業績勘案率」」

でございます。

議事の進行は、分科会長にお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

【分科会長】 それでは、お疲れのところ恐縮ですが、まず審議に入ります前に、議事

の取り扱いを確認させていただきます。

議事の公開ですね。公開につきましては、議事録の公開をもって行いたい。議事録は、

発言者の名前を伏せて公開することにいたします。
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それでは次に、本日の配付資料について事務局より説明をお願いいたします。

【事務局】 座って説明させていただきます。

配付資料につきましては、資料番号が右肩に付してありますが、議事次第の議題番号と

リンクしております。

配付資料１－１と１－２は議題（１）の「平成１５事業年度財務諸表」の資料でござい

ます。１－１はポイントを整理した概要、１－２は水資源機構から国土交通省に提出され

た財務諸表の一式でごさいます。クリップでとめてありますけれども、取っていただきま

すと 「財務諸表」本体が次に出てまいります。その次が合同会議の方で配付されました、

業務実績報告書のポイントをまとめた「事業報告書」でございます。その次が、予算と決

算を比較しました「決算報告書」でございます。最後の２枚が、監事及び会計監査人から

の意見でございます。

資料２－１と２－２は議題（２）の「独立行政法人通則法第４４条第３項に基づく利益

処分」の資料でこざいます。２－１はご説明用の概要、２－２は水資源機構から国土交通

省に提出されました承認申請書でございます。

資料３－１、３－２、３－３は議題（３）の「役員退職金に係る業績勘案率」の資料で

ございます。３－１は、業績勘案率の仕組みを整理しました概要でございます。３－２は、

業績勘案率に係る国土交通省独立行政法人委員会決定の取り扱いの方針でございます。３

－３は、水資源機構から国土交通省独立行政法人評価委員会に提出された業績勘案率に係

る申請書でございます。

最後に参考といたしまして 「国土交通省独立行政法人評価委員会運営規則」を配付さ、

せていただきました。以上でございます。

【分科会長】 ありがとうございます。

それでは議事に入りたいと存じますが、まず議題（１）は平成１５年度の、今申されま

した事業年度の「財務諸表」と、議題（２）の「独立行政法人通則法第４４条第３項に基

づく利益処分 、この２つ合わせて審議いたしたいと存じます。議題について、事務局か」

ら説明をお願いいたします。

【事務局】 議題（１ 「平成１５事業年度財務諸表」についてご説明いたします。）

独立行政法人は、独立行政法人通則法第３８条の規定により、毎事業年度終了後３カ月

以内に作成した財務諸表を主務大臣に提出し、承認を受けなければならず、主務大臣は、

その承認をする際に、あらかじめ評価委員会の意見を聴くこととされております。本件は、
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水資源機構理事長から平成１６年６月３０日付で、国土交通大臣に提出されました平成１

５事業年度財務諸表につきまして、評価委員会のご意見をお伺いするものでございます。

次に議題（２ 「独立行政法人通則法第４４条第３項に基づく利益処分」についてご説）

明申し上げます。資料２－１の１ページをごらんいただきたいと思います。

独立行政法人は、独立行政法人通則法第４４条第１項にありますとおり、毎事業年度、

利益計算において利益が生じたときは、前事業年度からの繰り越しで損失を埋め、なお残

余があるときは積立金として整理いたします。それが第４４条第１項でございます。ただ

し、同条第３項の規定により、主務大臣の承認を受け、その財務の額の全部または一部を

中期計画に示した剰余金の使途に充てることができ、主務大臣はその承認をする際に、あ

らかじめ評価委員会の意見を聴くことができるとされています。その１ページにあります

右の方の赤く括ったところが、今回、ご意見を伺う部分でございます。本件は水資源機構

理事長から平成１６年６月３０日付で、今回の剰余金の使途につきまして申請が出ており

ますので、評価委員会のご意見をお伺いするものでございます。

なお、本日、ご意見をお伺いいたしました後、独立行政法人通則法に基づきます既定の

手続を行ってまいりますが、その過程で変更が生じる場合には、改めて評価委員会の方に

ご意見をお伺いすることといたしております。以上でございます。

【分科会長】 それでは次に、国土交通大臣に対して提出されました承認申請の内容を、

水資源機構よりご説明をお願いいたします。

【水資源機構】 よろしくお願いいたします。

それではお時間に限りがございますので、要点を絞ってご説明をさせていただきます。

なお、説明にあたりましては、大変恐縮でございますが、資料が幾つかあるんですが、

あれこれというふうになりますので恐縮でございますが、ご勘弁いただきたいと思います。

いずれにしても、今日は、水資源機構としての財務諸表のご説明は初めてでございます

ので、なかなか経理というのはおわかりにくいことがございましょうから、会計上の仕組

みも含めてご説明をさせていただいて、ご理解をいただきたいと思っております。

それではまず最初に、貸借対照表というのをご説明いたします。

お手元にあります「財務諸表」という冊子がございます。それから……。

【分科会長】 どうぞ座ってください。

【水資源機構】 ありがとうございます。では、座らせて説明させていただきます。

お手元に「財務諸表」という冊子がございまして、この１ページ目の目次の次のページ
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を見ていただきますと、１ページ目でございますが、勘定科目として数字が並んでいる貸

借対照表がありますが、これではちょっと説明しにくいので、恐縮でございますが、こち

らのカラー刷りのこれと、このカラー刷りのちょっと後ろに、後ろから２枚目に、Ａ３で

大きな、ちょっとこれも目がチラチラするような表になっておりますが、これと２つを使

ってご説明をさせていただきます。

まず、ご案内のように、貸借対照表というのは、３月末時点の水資源機構の資産、負債、

資本の状況を表すものでございまして、こちらの大きな方を、後ろから２枚目の方をもっ

て説明させていただきます。細かい説明ではございません。

まず左側を見ていただきますと 「資産の部」というのがございます。右の方は「負債、

及び資本の部」というふうに一番上に書いてございますが、まず、この「資産の部」のポ

イントをご説明いたします。

「資産の部」は大きく分けて、一番上に「流動資産」と、少し飛びましてブルーのとこ

ろのちょっと上に書いてありますが 「固定資産」というふうに大きく２つに分かれてお、

ります。水資源機構が設備を建設しますと、その進捗に合わせて、会計面でどのようにそ

れが反映されるかということをご説明して、ご理解をいただきたいと思います。

まず 「固定資産」の中で、下の方に黄色で「建設仮勘定 「事業用建設仮勘定」という、 」

のがございます。これはどういうものかというと、これは残高で、１００万円単位でござ

、いますので、１兆２,４１５億円になります残高で、これはどういうものかといいますと

現在建設中の段階にある施設、例えばダムとか、用水路で、公団から引き継いで、事業を

着実に実施しているものでございまして、この建設にかかった金額、ちょっと難しい話な

んですが、建設には利息がかかりますので、借入金がありますので、その利息がかかりま

すので、その建設利息も含めてあらわしております。具体的にどういうものがあるかとい

うことでございますが、また恐縮でございますが、この本の３５ページをごらんいただき

たいと思います。

この３５ページには、タイトルが「施設の機能別分類によるセグメント情報」とありま

して、要は水資源機構がそれぞれやっている仕事、ダム、用水路、堰等、そういう区分で

分けるのをセグメントと言っておりますが、その下のところに、１、２という左の方に番

号が振ってありますが、その２番のところに 「各区分の主要な事業の内容」ということ、

） 。で、ダム、用水路、堰等とありますが、その中に「対象（建設 」というのがございます

こういうものがずらずらと書いてありますが、それぞれこういうものが今現在、建設中と
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いうことでございまして、黄色のラインを見ていただきますと──すみません。申しわけ

ないんですけれども、こちらの大きな表ですが、見ていただきますと、黄色のところに数

字が３つ並んでおります。一番左が末の残、次が期首、それから増減ですね。ここで約７

００億ほど、建設仮勘定が増えているということで、要は建設がどんどん進んでいるとい

うことを示しております。

そして、これらの建設工事が終わりますと、今度は上にブルーがあります「事業用固定

資産」に振り替わっていくわけでございます。振り替わって、これが管理の施設というふ

うになっております。ただ、今年は、去年の１０月から今年の３月までのこの期間は、振

り替わったものはございません。このブルーのところを具体的に申しますと 「有形固定、

資産」ということになりますが、そこは２兆４,０００億ほど残高がありますが、これは

ダムや用水路の設備が、耐用年数をベースに、ちょっと専門的ですが、定額法によって、

毎年毎年、同額の減価償却費を引きまして、それを控除して、この金額が成り立っている

ということでございます。したがいまして、このブルーのところを見ていただきますと、

数字が３つ並んでおります。一番右の約３６８億ほど、期首に比べて落ちていますが、こ

れはほとんど、摘要欄にいろいろと書いてありますが、そこに減価償却と書いてあります。

これらは全部、差分といいますか、それになって、期首から減価償却を引いた分が、この

期末の残高というふうな大きな括りになっております。

それでは次に、これらの設備を造る財源、お金の方はどうかというのが、大きな表の右

側にあります「負債及び資本の部」の負債の部分でございます。ここに表示されておりま

す。

水資源機構の財源としては、基本的には交付金とか、補助金とか、建設中における利水

者からの負担金、これらを称して、括りとして「補助金等」ということで会計上は全部、

整理されますが、そのほかに建設を完了しますと、利水者から負担金をいただくというこ

とで、それらで賄われております、建設費は。しかし、この負担金につきましては、施設

の完了後、利水者からもらうわけですが、何分、長期にわたりまして、割賦で償還を受け

るということになっております。したがいまして、実際にこのお金は後で入ってきますの

で、そのために建設にあたりましては、この金額の立替分としまして、機構が独自に発行

する水資源債券とか、財政投融資等の長期借入金によって賄われるという仕組みになって

おります。

それをちょっとまた、この大きな表で説明しますと、ブルーの線がございます。そこに
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ちょっと言葉は後で説明しますが、その部分と、ずっと下がりまして、２つ、黄色い部分、

それからブルーと黄色の２つ、水資源債券と長期借入金と、こんなものがあります。これ

らのことを今ご説明したんですが、もうちょっと後で説明を補足します。

いずれにしても、この借入金の負債を１年以内に返済する額を「流動負債」という項目

に入れていますし、１年を超えて返済する額を「固定負債」というところに計上されてい

るということで、これらが機構の実質的な負債総額でありまして、その額は約１兆２,７

００億円、いわゆる借金ですね。それが１兆２,７００億円とあります。この数字は、さ

っき申しました水資源の債券と借入金、これの１年を超えるものと１年のものと両方足し

合わせた数字でございますが、そういったものでございます。

交付金とか、補助金を原資として建設した「建設仮勘定」とか 「事業用固定資産」の、

当該金額に見合う設備部分に対しましては、補助金等を括り出す、つまり、造ったときの

お金を別に補助金等を分けるということで、それぞれ負債側にブルーでありますが 「資、

産見返補助金」とか、ちょっと下に黄色で書いてありますが 「建設仮勘定見返補助金、

等」ということで、そういう勘定科目を設けまして、左と右がバランスするような独特の

会計処理を行っているということでございます。要は、設備に使うお金を大きく２つに分

けている。つまり、利息の付くやつと付かないやつとに大きく分けているとご理解いただ

きたいと思います。

次に、この表でもう一つだけご説明します。もう一度、左の資産の方に返っていただき

まして、ピンクの「割賦元金」というのがございます。これもちょっと独特なんですが、

この「割賦元金」というのは、今申し上げましたように、利水者から将来、割賦で償還を

受ける。その金額で、今後どれぐらい受けるかということの累計額がここに書いてあるわ

けでございまして、逆に言えば、機構が立て替えて、まだ未返済、まだ返済を受けていな

い分でありまして、これの償還をもって、先ほど申しました長期借入金の返済に充てると

いうことでございまして、ピンクが上と下にありますが、それぞれ１年を超えるか、超え

ないかということで分けているということでございます。３月末時点における「割賦元

金」の残高、つまりピンクの上と下を足し合わせますと、約９,５００億円ということに

なります。これが債権残高ということでございます。

なお、先ほど管理施設になるというお話をさせていただきましたが、管理施設の管理業

務に対しましては、次に申し上げます、次のページにあります右側の方の上から６番目に

「補助金等収益」というのがございます。このお金をもって、今、機構が管理している管
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理費を賄っている。この原資は交付金とか補助金とか受益者からの負担金で賄われている

ということでございます。

次に、損益計算書の方をご説明します。

説明としては、申しわけございませんが、こちらの色刷りの一番後ろの６ページをごら

んいただきたいと思います。

これもぐだぐだ書いてあるんですが、要は何かと申しますと、ポイントは、この損益計

算書というのは、１０月１日～３月３１日までの経営状況を表すものでありますけれども、

機構の損益計算書というのは、基本的には管理業務に要した費用は交付金とか補助金とか、

利水者の負担金ですべて賄われるということですから、収支がバランスを取れるという仕

組みになっています。したがいまして、利益が出ない。基本的には、そういう仕組みにな

っています。

ただ、この表でごらんいただきますように、最後の「当期純利益 、下から３番目、真」

ん中の表でございますが 「当期純利益」というのが１００万円単位で５３億ほど出てい、

ます。これはバランスを取っているのに何で出るかというと、これは、この表の上から５

番目ぐらいに書いてあります「財務費用」と「財務収益 、この差で出てくる。ほとんど」

この差でございます。ほかのものはすべて、費用として計上したものは必ずお金をもらっ

ているということですが 「財務収益」と「財務費用」につきましては、先ほどちょっと、

お話ししましたように、機構が立て替えている財政投融資資金とか、債券と、一方、お金

が入ってくるもの、つまり割賦として入ってくるときのいろいろな条件が違います。その

条件差で、これだけ利益が出ているということでございまして、こういうふうな数字にな

っておりまして、結局、この表の一番下にありますように、当期総利益としては６２億５,

４００万という数字になっております。

この数字を、利益処分というところで見ていただきますと「積立金」と「目的積立金」

とに分けているわけでございます。

最後にご説明としては、先ほどの資料２－１にございますが、これをごらんいただきま

すと、２枚目でございます。３としまして「機構における平成１５事業年度利益の処分の

考え方」としましては、今申し上げました当期総利益６２億５,４００万円を２つに分け

まして、１つは、右側の方は、国民・利水者へのサービス向上として３２億９,１００万

円、一般積立金というのは、金利変動リスクに対応して、２９億６,３００万円というこ

とで、利益処分をしたいという考え方でございます。
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あと、いろいろキャッシュフロー表とか、行政サービスコスト計算表がございますが、

これについては説明を割愛させていただきます。以上でございます。

【分科会長】 ありがとうございました。なかなかこれは難しいんですが、この議題に

つきましてご質問・ご意見はございますでしょうか。

もしよろしければ、この１５年度の財務諸表と独立行政法人通則法第４４条第３項に基

づく利益処分、これについて「意見なし」ということにさせていただきたいと思いますが、

よろしいでしょうか。

（ はい、結構です」の声あり）「

【分科会長】 お願いいたします。

これは私の希望ですが、いわば、これは１つの監査なようなものですよね。しかし、こ

ちらにプロもいらっしゃるかもしれないけれども、プロでない者もおりますので、しかし

責任はありますから、非常に精密な資料を準備していただいて、十分なる監査とか、外部

の方も入れておやりになっていることでしょうから、間違いはないと信じております。

それでは次にまいります。次の議題は「役員退職金に係る業績勘案率」ということにつ

いて、ご審議をお願いいたします。これも事務局から、まずは説明をお願いいたします。

【事務局】 資料３－１を用いまして 「役員退職金に係る業績勘案率の概要」につき、

ましてご説明申し上げます。

先ほど、水資源機構分科会等合同会議におきまして、水資源機構の平成１５事業年度業

務実績評価につきましてご審議をいただきまして、総合的な評定が決定されました 「１。

各年度の業績勘案率の考え方」のところでございますが、この評定の結果が、左から２

番目の「判断の指標」となりまして、機械的に平成１５事業年度の役員退職金の業績勘案

率が決定されます。

次の「２ 役員個人の業績勘案率の考え方」を見ていただきたいんですけれども、まず、

複数年度、各役員の方々は在籍する場合がありますので、それらの個人の役員の方の業績

勘案率につきましては、加重平均しまして「平均業績勘案率」を求めます。次に考慮すべ

き特段の個人業績があるときは、その実績に応じまして 「平均業績勘案率」を０.１の幅、

で増減し、決定されます。

３ですけれども、これは「決定方法」なんですが、本日、評価委員会の方でご審議いた

だくのは 「②検討」まででございまして、最終的な決定は総務省の政策評価独立行政法、

人評価委員会の方へ通知いたしまして、その意見、回答をもって行うことになります。
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本日は資料３－３にありますとおり、平成１６年７月２６日付で本年３月３１日に退任さ

れました水資源機構の近藤前理事長の業績勘案率につきまして審査し、決定するものでご

ざいます。

なお、近藤前理事長につきましては、平成１５事業年度末に退任されておりますので、

資料３－１にあります「平均業績勘案率」というような加重平均を行わないで、平成１５

事業年度の業績勘案率がそのまま個人の業績勘案率になりまして、その率に個人業績を考

慮して決定されるということになります。以上でございます。

【分科会長】 それでは、引き続いてお伺いしますけれども、平成１５年度の業績勘案

率というのは幾つに算定されたわけですか。

【事務局】 先ほどの水資源機構分科会等合同会議におきまして決定いたしました平成

１５事業年度の業務実績の評価の評定は１０２％でありました。したがいまして、資料３

－１の「１ 各年度の業績勘案率の考え方」の表に基づきますと、左から２番目の「判断

の指標」のところが、１０２％でございますので 「１０９～９０」の幅の欄に相当いた、

します。したがいまして、おおむね中期目標どおりの実績である１.０というのが、平成

１５事業年度の役員退職金の業績勘案率になります。以上でございます。

、【分科会長】 それでは、この平成１５年度の役員退職金の業績勘案率を１.０として

近藤前理事長に係る業績勘案率について、水資源機構に、いかがすればいいか、原案をお

伺いいたします。

【水資源機構】 近藤前理事長は１５事業年度末に退任されておりますので、平成１５

事業年度の業績勘案率がそのまま在職した期間の業績勘案率なり、前理事長の平均業績勘

案率は１.０となります。また考慮すべき特段の個人業績につきましては、理事長は担当

分野の理事長と異なりまして、業務のすべてをつかさどり、総括いたしておりますので、

法人の業績がそのまま個人の業績になると考えられます。したがいまして、近藤前理事長

の役員退職金に係る業績勘案率は、個人業績に係る増減は考慮せず、１.０として審査を

お願いいたしたいと思います。

【分科会長】 今ご説明いただきましたが、そういうことで、近藤前理事長の業績勘案

率１.０について審議いたしたいと思いますが、何かご質問とか、ご意見はございますで

しょうか。

よろしいでしょうか。

（ はい」の声あり）「
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【分科会長】 それでは、原案どおりで異論はないと判断いたしますので、当評価委員

会としては審査の結果、近藤前理事長の勘案率は１.０と、こういうようにいたします。

要するに、今のご説明のように、これは別にシナリオにはないんですが、理事長という

個人が何か特別にいい仕事をすることもできないし、ヘマもすることもできない。法人全

体の評価が、やはり理事長の評価であろうと。そういうことでございますので、よろしい

んじゃないかと思っております。

なお、この審査の最終決定は、ここからはなかなか難しいんですけれども、取扱方針は、

本日の結果を総務省の政策評価の独立行政法人評価委員会へ通知して、その回答をもって

行うわけなんです。私は、これの図を書かせまして、私はきちんと理解しているんですが、

図はどこにありましたっけ。

【事務局】 資料３－１の一番下でございます。

【分科会長】 ちょっとごらんください。それをごらんいただきますと大体わかると思

います。

要するに、今、我々は何をしているかというと我々は、真ん中にある国土交通省の水資

源機構分科会で、この「検討」をしているわけですね。水資源機構から「①申請」があり

まして 「検討」をしている最中で、近藤さんの退職金は、これでよかろうというところ、

まで来ているわけですね。これを③にありますように、総務省にお伺いを立てなければな

らないというのが今後の作業になります。総務省の方から、④に来ていますが、よろしい

ということになりましたら、もう一度、この分科会を開いて最終的に決定する。こういう

ことになるわけですが、これまでの事例から見まして、総務省の方から異論が出てくると

いうようなことはほとんど確率的には小さい。こういうように思われますので、これは別

にシナリオに書いてあるわけではないんですけれども、そういうようにここでお認めいた

だいたとおりのことを総務省からもう一度言ってきたら、これはどうか、分科会長の私に

ご一任をいただくということでいかがでしょうか。

【委員】 ぜひお願いします。

【分科会長】 ありがとうございます。そういうことで、それでは「異議なし」という

ように認めていただきましたので、そう言うようにさせていただきます。

これで本日用意いたしました議題はすべて終了いたしましたので、次回の分科会等につ

いて、事務局から簡単に説明をお願いして、４時には、もう終わると……。

【委員】 すみません。監事と公認会計士の承認があるということをつけ加えてもらっ
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たらいいね。本来はね。

【水資源機構】 失礼いたしました。おっしゃるとおりで、監事と監査法人の承認はご

ざいます。

【委員】 それと、ちょっとお聞きしたいんですが、先ほど言うべき話なんですが、監

事の方の決算報告書に対するご意見がついている点は、それはそれで結構なんですが、１

５年度のいわゆる業績に係る行政監査と言うと一番ぴったりくるんでしょうか、それの報

告書が参考資料４で出てございまして、これは非常にいい報告書だなと拝見させていただ

きました。こういうのは数値に出る前の先行指標として、いろいろ問題点の指摘等もござ

いますし、今後、これを経営責任者として、どのように取り扱われて、改善の方向とか、

あるいはそういう対応をとられるのかというのが、やはり監事の方が、こうやってご苦労

されたことに報いるのではないかと思うんですが、これのフォローアップというか、どの

ように取り扱われるかということをお聞かせ願えますでしょうか。

【分科会長】 いかがでしょうか。委員は、このあたりのプロですので、どうぞよろし

くお願いいたします。だから、機構の努力を評価されているんだけれども、この後、どう

いうように生かしていくのかと。

【水資源機構】 監査の結果につきましては、これはその結果報告を受けまして、我々

としても正すところは正す。そういうことで当然やってまいりますので。非常に私にとっ

ては、監査をしていただいて大変ありがたいと思うし、その結果はぜひ業務の中に反映し

ていきたいと思っております。

【分科会長】 そんなことでよろしいですかね。

【委員】 はい。ぜひお願いします。私が前回ぐらいに、双方向の下からの評価を受け

たらどうかと申し上げたのは、途中でトップダウンも届かないし、現場の意見も届かない。

途中でねじれ現象が起こる、ボトルネックとか、そういうところを非常に懸念しておりま

したので、こういうふうにきちんと監事の方がやっていただけると、それをどう反映する

かだけが問題だと感じましたので、意見を述べさせていただきました。どうもありがとう

ございました。

【水資源機構】 補足いたしますと、監事監査結果につきましては、役員会に報告をし

て、各事務所にその報告を徹底すると同時に、そのまた次の年までに、実施状況等につき

ましても現場から報告を受けまして、きちんとやるという形でフォローをいたす仕組みを

実施しております。
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【委員】 わかりました。

【水資源機構】 いわゆるＰＤＣＡを回しているということでございます。

【委員】 はい、そうですね。わかりました。ありがとうございました。

【分科会長】 ありがとうございました。今の質問と応答ぐらいだったら、よくわかり

ますね （笑）普通の言葉ですからね。ありがとうございました。。

それでは、次回の日程について事務局の方からお願いします。

【事務局】 本年８月下旬に水資源債券の発行と重要な財産処分の２件につきまして、

評価委員会の開催を予定しております。水資源債券につきましては１０月に発行を予定し

ております。重要な財産の処分につきましては、水資源機構の琵琶湖にあります総合管理

所の用地の一部を隣接する河川改修工事に伴いまして、用地の交換を行います。この２件

はいずれも、水資源機構に対しまして国土交通大臣が認可するわけですが、その際にあら

かじめ評価委員会のご意見を伺うものでごさいます。

会議の形式につきましては、書面をもって行うこととさせていただきたいと考えており

ます。以上でございます。

【分科会長】 そういうことですが、重要な財産の処分というものは、本来、これは中

期目標、中期計画に記載されるべきものなんですね。しかし、今回の場合は、水資源本来

の問題ではなくて、滋賀県の河川改修によって出てきたという問題でございますので、こ

れはもともと、この水資源機構としての中期計画の中には入っていない問題が出てきたと。

こういうことでございます。

そういうことで、一堂に会して議論していただくほどの問題ではないんです。私も図面

やらを見ましたけれども。そういうことで、できましたら会議の形式としては書面の持ち

回りというようにさせていただきたいと存じますので、よろしゅうございますでしょうか。

（ 結構です」の声あり）「

【分科会長】 ありがとうございます。それでは、議事の進行を司会にお返しいたしま

す。

【事務局】 ありがとうございました。それでは、以上をもちまして、第５回独立行政

法人評価委員会水資源機構分科会を閉会いたします。

なお、本日の議事録につきましては、公表を前に委員の皆様にご発言内容の確認をさせ

ていただく予定でございますので、よろしくお願いいたします。
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── 了 ──


